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qua,RootsandProblem･solvingMeasures-

Thispaperdiscussestheproblemoffal･mer-staxandcollectionburden,whichisahot

economicandi)OliticalissueinChilla,Wefirstl･eViewthesizitusquaofthefal'mer'S

compulsorybtlrdenandthendiscussitseconomica一andpoliticaloriginsandproblem-so一ving

measures.Fromouz･study,followingcanbefound:

①Theproblemoffarmer暮scompulsoryburdensinChinaismainlyexistentinval･iousillegal

compulsorycollectionsthathavebeenprohibitedforlongtimebythecerltraig()vernmcntbut

areevennowoccurringinmanyrtll･{11area.②Theseillcgalcollectionshavemanydeep

ecor10micalandpoliticalol･igins.'rhemosttwoimportantoriginsarethefinallCialsystem,

whichbothtreatsrtlralresidentswithdiscriminationandlackinlocalfhlanCeeqtlalizatioII

schemes,alldthepoliticalsystemcentraliY,edbutgovel･11edatthewill.③ Tosolvethis

problemofbrmerlstaxandco一lectionburdenthoroughly,Cllinesegovemmentshou一dfirst

driveforwardthercstructur･ingoflocaladmiElistrationsystem,includingcombinati()noftown

andvillage;secondrepealtheflnanCialI)Oliciesthattreatruralresidentswithdiscrimination

alldestablishanewfinancialsystemaimedatequalizhlglocalgoverllmentFsfinancercvcnue;

thirdabolishtheexistingagriculttlraltaxies,whichoverimposedrura一farmel.SWhencompare

withurba王lWOrkel･S,andunifythemtothestandardincometaxa11d瓜xedpropertytax.

1. はじめに

中国では､農民負担問題が叫ばれてから実に久しい｡1985年10月に中央政府の ｢農民へ

の乱れな徴金 ･徴費を制止することに関する通達｣が公布されてから､もう15年以上も経

つ｡その間､中央政府は絶えずに ｢農村地域の税費徴1鋸ま中央政府の政策範囲内に行い､

政策範囲を超える如何なる任意徴収は違法であり､断固として制止せよ｣と全国農村に呼

びかけてきた｡時には ｢通達｣や ｢決定｣を出し､重要な農業会議が開かれる度にも､

県 ･郷などの地方政府に理解と忠実な実施を要求し､時には視察団を地方に派遣し現場の

実施状況の把握に努めてきた｡

-つ の農業問題に中央政府がこれほどの関心を示し､｢通達｣や ｢決定｣を頻発したの

は中国においても極めて異例なことである｡にも係わらず､農民負担は一時より軽減され

たものの､一進一退があり､未だに問題を根本解決する目処が立っていないユ)O都市 ･農

村間の所得格差が拡大する中､2000年に中国政府はようやく大きな決心をし､安徽省など

-･部の地域に農民負担問題の徹底解決を狙う農村税費制度の改革を試験的に実施 したが､
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それもいま全図に普及できずに､ペンディング状態に陥った｡これらの現実を前にして､

改めて農民負担問題の根深さ､難しさが思い知らされたが､同時に中央政府が取られてき

た対策の妥当性について､疑問を抱くのに禁じえない｡
この疑問を解き明かすことを目指して､本稿では次のことを研究課題とする｡まず第 1

に､農民負担の現状､つまり､負担の構造と特徴､負担水準の推移を確認しておく｡次に

特に ｢3乱徴収｣など農民への法外徴収の拡大と拒絶できない原因を探るため､第2に中

国の伝統的な権力構造と地方税賦制度の特徴を分析 し､歴史的な視点から今L:Iの農民負担

問題の背嚢を明らかにし､第3に人民公社解散直後に ｢3乱徴収｣が発生 した経綿､その

後膨張 し続けてきたことの官僚体言粧 財政制度面の要図を分析する｡第4に近年農民負担

問題の解決を目指すために実施されている農村税費制度改革の内容を紹介し､その問題点

と限界について検討する｡そして､最後に以上の分析を踏まえて､根本から農民負担問題

を解決するための方策を提案して本研究の結びとするO

2.農民負担の構造と負担水準の推移

日 )農民負担の概念と負担構造

まず､｢農民負担｣の概念をはっきりしておこう｡｢農民負担｣とは､国家､地方政府､

その他権力機構が法律 ･法規或いは公的な権威 ･権力をもって､強制かつ無償で農民に課

した金銭 ･物品 ･労務負担の総和を指すO現段階の中国において､農民負担は室に以下の

ような形態がある｡

1)税金負担 :これは図に納めるもので､具体的には農 (敬)業税､農林特産税､屠殺

税などの税種がある｡もちろん中国農村では､外の税種もあるが､直接農家を対象とし､

かつ農家のみに課税しているのは､この3種類だけである2)0

2)集団上納負担 :これは人民公社の時代に集団組織が負捜し､1984年人民公社解散後

に農家個人が肩代わりした郷村範囲内の公共事業費用の負抱である｡人民公社解散してか

ら1991年までの間は樽に法的な根拠もなく､.ただ人民公社時代のやり方を踏襲Lで慣習的

に徴収､運用していたが､不正と混乱が多かったため､1991年に国務院が ｢農民の費用 ･

労務負担管理条例｣ (以下､｢負損条例｣と略す)を制定 し､農民の負担義務とともに､その資

金と労務の徴収､管理､使用の原則などを規定した3)｡同条例によると､以下の3つが農

民負担すべき義務とされた｡

① ｢村提留｣ :これは､村に上納 し､村内に使用するもので､｢公共棟立金｣､｢公益基

金｣と ｢管理費｣の3つの細目に分かれる｡｢公共棟立金｣は農地生僻と水利建設､植樹

造林､生産期 護Ⅰ走賢慮購入､集団企業創設などの生産目的用､｢公益基金｣は貧困家庭へ

の援助､農村合作医療､その他福祉事業用､また ｢管理費｣は村 ･組幹部への手当と事務
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管理費支出用とされている｡

② ｢郷統語｣ :これは､郷 (鎖)政府に上納 し､郷 (鎖)と所属村の ｢民弁公助事業｣

に使うものである｡｢民弁公助事業｣とは､民間が主体となって弁理 し､国家が助成する

公共事業のことである｡｢郷統薄｣基金から支出する ｢民弁公助事業｣は､主に郷 (銃)

範囲内の中小学教育､計画出座､軍人家族 ･烈士遺族の優挟､民兵訓練､道路建設､の 5

つである｡

以上､二つの項目で農民に課せられる負担総額は邪 (鋲)単位で前年度農民純収入の

5%を限度とし､それを超えてはならないこと (両者の内部比率は特に規定がない)､両

基金は専用基金であり､管理 ･運用が任させている郷 (銀)政府､村民委員会はその用途

を勝手に変更できないこと､なども合わせて規定されている｡

③ 労務負担 :これには ｢義務工｣と ｢労働蓄積工｣の2種類がある｡前者は主に植林､

防災､道路維持管理､学校校舎修繕に投じ､後者は主として農地基盤奥僻と植林に用いる｡

農村労働力 1人当たりの労務負担は ｢義務工｣として年間5-10臥 ｢労働蓄機工｣とし

て同10-20日を限度とし､自然災害の救済など特別な事情がない限り､その限度を超えて

はならないと定められている0

3)その他強制負担 :図の法律 ･法規或いは中央政府の条例によれば､農民が負担義務

を有するのは上記の税金と集団上納 しかないが､実際には､外にも中央官庁を含めて各レ

ベルの政府と政府部門が農民に対して様々な法外徴収を行ってきた｡これらは俗に ｢3乱

徴収｣(｢乱鵬 fIJ､｢乱集資｣､｢乱罰金｣)と呼ばれ､ 中央政府はこれらを違法行為として票l上し､

厳 しく取り締まってきたが､なかなか消滅 しないのが実状である｡

以上 3種の強制負担について､農民連はこう評価 しているO｢頭税軽､二税蔑､ 三 費 是

個無慮洞｣トつ暮≡Iの税金は軽く､二つFlの税は動 ､､三号別室)の釦ま底が計れない)と｡果たしてほんと

だろうか｡その実態をみてみよう｡

(2)税負担の推移

まず､税負担に関する統計をみると､確かにその負担率は高くない｡しかも減少傾和 こ

ある ほ 1を参照)｡特に最大の ｢農業税｣は金額こそ1990-98年間に2.8倍増えたが､実

物換算で生産鼠に対する徴税豪の比率は1958年の10,9%から､1978年に3.90/O､そして1998

年には2.00/.までに下げてきた･t)｡農業税徴収時には､岡税額の15%に相当する ｢地方付加｣

も同時徴収されるが5)､両者を合わせた負担率も平行して低下している｡

一方､2番目に大きい ｢樹 林特産税｣の税収額も増えつつある01983年 ｢農林特産税｣

を徴収 し始めた年には1,1億元しかなかったが､1989年に10.3億元､1994年に63.7億元､そ

して1998年現在は127.8億元に増えた｡しかし､これは微税地域の拡大と､1994年以降課

税範囲が生産段階から加工 ･流通段階に広げたことによる部分が大きく(;)､税率或いは負

担率を見る限り､むしろ減少していると思われる7)0
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表 1 財政統計からみる農民税負担の推移

戯 業 鼻薬税とその付加 農 業 主賓戯業税の歳入額 対戯菜GDP
生 産濃 徴税額 負担率 Gl)P 賂牧凝税 滋養特産税 契約税 合計 負担率
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資料 :楼継樽鏑『新年個 50年財政統計遥経済科学出版社､2000年､p,70-75より作成O

いずれにせよ､農業関係税負担全体をみると､税収総額は1980年までは減少し､それ以

降は拡大 しているが､戯兼GDPに対する税負担率は減少 している｡特に1958-85年間に

同負担率は7.3%から1.6%へと大幡に減少 した01985年以降､｢農林特産税｣の新設により､

負担率の低下は減速 したが､それでも1993年には1.4%まで下げてきた｡同年以降､負担

率は若干上昇するようにみえたが､それは前記戯菜特産税課税範囲の拡大によるもので､

その影響を除くと､農業生産活動の税負担率は変わらないか､減っていると推測される｡

(3)集団上納金負担の変化

次に､集団上納金負担の変化は 『中国愚弟年鑑狛 こ掲搬されている ｢農村経済収益分配｣

統計から見ることができるoそれによると､農民の集団上納金負担は経済改革以降一山質し

て増え続けている｡1978年にその負担総額は189億元であったが､1993年に380億元､1998

年に730億元と､この20年間に約3.9倍に膨 らんだ｡1998年の730億元はちょうど図に支払

った農業関係税の 2倍で､農民がいう ｢二番目の税は惑い｣ことは確かな事実である (嚢

2)0

けれども､負担率に関しては､農業生産の発展と農家所得の増加を背景に年々低下して

いる｡例えば､集団上納金の対鷹民所得の負担率は､経済改革初期には20%に適 していた

が､国務院が ｢負担条例｣を公布する前の1990年にはすでに6.8%に低下した｡｢負担条例｣
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公布以降､中央政府の再三の

取り締まりと管理 ･督促が功

を奏 し､1994年には政府が要

求 した 5%水準以下 となり､

1998年現在では3.8%までに低

下したのである｡

のみならず､磯村経済改革

以降に限って言えば､簸団上

納金の負担率は､税負担準の

それよりも速く低減している｡

なぜなら､嚢 1と嚢 2から分

かるように､農民の税金負担

が100として､集団上納金負担

の指数は1978年の665か ら､

1990年に454､1998年には200

となり､両者の差は大幅に縮

小したからであるO
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表 2 農村収益分配統計からみる

農民集団上納金負担の推移

愚民 集団上納負抱金 対戯民所得対顔兼GDP

所得 合計 相接留 郷統箪 負担率 負担率
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資料 :『中図農業年鑑』 (偽薬出版社)各年版より作成o

(4)その他強制負担の性質と特徴

山方､その他強制負担は､改革以降ではなく､以前にもすでに存在していたものであるO

大躍進､文化大革命の時､大衆運動による ｢大弁工業｣､｢大弁教育｣などを口述に集団組

織に無償資金､無償労務などを提供させた事例報菖は屡々みられ､1978年6月にも共感覚

中央が湖南省湘郷県政府の ｢党の政策を素面巨‖ニ実施し､不合理な農民負担を軽減するよ

う努力することの報菖｣を全国農村に伝達し､分担金徴収など鷹民集団からの無償資金集

めをやめようと指示した8)a1983年に関係部門の推測によると､全国農民の税金以外の負

担総額は210億元､その内､40億元 (19.5%)が乱収費に属 したという9)｡また1984年に

江蘇省商連市が行った調査によると､同市税金以外の愚民負担は98項目､総額 1億8200万

元に達 した｡そのうち､｢不食埋な負担｣と認められたのは17項目､3056万元 (全体の

16.8%)に及んだ｡また ｢合理であるが､過徴収｣の項目は16個あり､不合理な徴収と過

徴収部分を合わせると､両者の金額は負担総額の約30%を占めたという10)0

不合理といわれる負担には､どういう内容が含まれたのか｡それを説明する格好な例は

1984年山楽省99個の郷に行った調査から見られる｡その調査によると､当該地域において､

税金以外の農民負担は11穫96項目があった｡その内､第 1種の ｢各種分担金｣には煙台市､

潜鹿市､徳州市における大学の新設､省体育館と都市モニュメント設置の分担金､県の文

化センタ-､婦女少年活動センター､尊門技術学校､放送大学､老幹部病院､県烈士霊園
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の建設基金､県市衛区域の環境改造基金など､農民と全く関係のない事業の分担金が多く

含まれたoまた第4種の ｢管理費｣には稜待費のほか､共産党党員 ･青年団団員の組織活

動参加への手当て､邪 (銀)党員代表大会の会議挙れ 同人民代表大会の会議費､第11種の

｢その他｣には公安部門用の車両 ･トランシ-バー設備の購入費､司法人員の着装費､電

線､魔話線ポールの更新費､新聞 ･雑誌の共通購読費等が含まれていた川｡これらはどう

みても農民が負担すべきものではないのに､無理矢理に農民に負捜させていたのである｡

このような不合理な負担を愚民に強要することは､決して例外的な現象ではなかった｡

1985年10円党中央､国務院が ｢農民への乱れ名徴金 ･微費を制止することに関する通達｣

にもこの点を認め､次のように指摘した｡｢農民が法律に基づいて園に税金を納め､集団

に集団機宜金を_摘内するのは必要であるが､問題はこれ以外に各種の分担金を農民に強要

していることである｡一部の地域では分担金の項目は数十種に達し､愚民 1人当たりの負

担額も十数元､数+jtにも及んだOそのうえ､更に様々の名目の ｢乱収費｣､｢乱罰金｣､

｢乱集資｣があるから､戯民の負担能力を透かに超えている｣と12)a

だが､これらの法外徴収の負担総額に関して､適法である故に､全図的な統帥 まない川｡

恐らく統計しても正確な数字は得られないだろうOただ､負担水準や負担率よりも､問題

の核心は､法的な根拠がないことが別にしても､徴収項目の理不尽さと役人の身勝手さに

あるO 理不尽な負掲項目が多いことは､すでに山東省の例からみえたが､ここではその任

意性と錐乱状況を見てみようo

多くの調査研究によると､それらの法外徴収は､末端の地方政府や政府部門だけでなく､

中央官庁や省政府の公文輩に基づいて行われたものも多く含まれていた｡先の商通市の例

では､98費目のうち､中央､省､市政府に規定 ･認可されたものはそれぞれ44項目､49項

目､12項目 (麓稜があり)､金額ベースではそれぞれ71%､17%､12%であったoまた

1984年寧憂自治区鋼峡市のある村では税金以外の農民負抱は36項98,214元であったが､中

央､自治区､市県､郷レベルの政府と政府部門によるものは､それぞれ 6項目20,876元

(17.3%)､8境目10,174元 (10.4%)､8項目36,438元 (37,1%)､5項目9,234元 (9.4%)で､

残る9項目21,492元 (21.8%)は村自身によるものであった1Ll)｡全国-娘的な状況も次の

報道からその概略を知ることができるo例えば､1993年7月党中央､国務院の命令により､

中央官庁が率先して､自らが出した公文輩の車､農民に負担を求めた内容､項目を消査 ･

整理したが､その際､農民負担に関わった37婆腔lは廃止､2費馴ま5年間執行停止､17禦

ぎ引ま修正､14項の強制徴収､便乗徴収行為は禁止､29費目は継続執行となったll,)oその後､

同様な漕査 ･整理を各レベルの地方政府にも要求したが､1994年山蕗省の酒査 ･整理結果

をみると､同省各レベルの政府 ･政府部門から出された農民負担に関わる行政通達や公文

輩は2,977通､負担項目は3,378個に上った｡そのうち､499過の通達 ･公文輩､897個の負

担項巨‖ま廃止され､111種の違法行為は禁止されることになった16)oまた四川省の例では

農民負担に関わる行政通達や公文輩は何と13,705件に達し､そのうち､｢負担条例｣に違
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反と判断され､廃止､停止､修正されたのはそれぞれ2,256件､2,927件､2,831件に連した

という17)0

さらに､もう二つの問題がある｡--･つは､法的な根拠がなく､役人の勝手に徴収するの

がゆえに､その負担は地域間に非常に不公平である｡-般的にこれらの法外徴収は､役人

や郷村教師の槍料や戯村経済 ･社会建設資金の不足分を補うために行われたものである｡

それ故､都銀企業が発達し､地方政府に他の収入源がある地域では､上記のような資金不

足は郷銀企業の利潤から支出できるので､農民が直接負掲することはあまりない｡それに

対して､郷鋳企業があまりなく､地方政府に他の収入源が乏しい地域では､農村経済 ･社

会建設資金の不足分だけでなく､郵相教師､役人の給料､その他ものものの資金不足が全

都農民に求めるのである｡従って､｢三番目の費は底が計れない｣ということは､全図共

通にみられるものではない｡緑園な地域ほど､このような法外負jÎET.iuミ重く､また元々農民

の収入が低いから､実際の負担率､或いは心情的に感じられた負抱.は一層窺いものになっ

てしまうのであるO 二つは､｢法外｣､｢理不尽｣が故に､戯民からの抵抗も自然と強くな

るo農民の抵抗に対処するため､一部の地域では強権を発動し､公安人員､武装警察､保

安人員並びに銃器､警棒などを使うまでにした｡その結果､人身障審 ･死亡率件が多発し､

民衆による抗議デモや抗争暴動もしばしば発生した｡その実態について､文献 [18〕がよ

く纏めているので､群 しくはそれに参照されたいが､1995年以降中央政府が ｢通達｣や

｢決定｣の公布を通じて､このような強権手段の使用禁止を数度も強調したから､それよ

り問題の深刻さを伺い知ることができようo

従って､戯民負担の泉大問題は3番目の ｢その他強制負掲｣､即ち､各レベルの政府､

政府部PtMこよる ｢3乱徴収｣にある｡｢3乱徴収｣は違法であり､中東政府も再三に禁止

してきたが､未だに根絶 していないのは､なぜだろうか｡以下､その発生原図と根絶でき

ない社会背景などを分析してみたいo

3.農民負担問題の歴史的な根源

日 )二重権力構造と ｢紳権｣の実権範囲

周知のように､中国は伝統的に中央集権的な国家であったO同時に ｢法治｣ではなく､

｢人治｣を盛んじる国家でもあったOこのため､二重の権力構造をもち､一つは官僚統治

の憧界で､｢皇権｣を中心に秩序が形成､生合性が保たれ､もう一つは郷村の憧界､｢皇権｣

の力は及ばず､｢紳 権｣､つまり族長､郷紬､地方名流等がそれを実質的に管治していた18)令

中国において､官府は長い間､県レベルまでしか設けられなかった｡その憤界では理論

的に中東､将に償点にいる皇帝が絶大な権限を持ち､国中の誰もがそれに従わなければな

らなかったが､実際は広大な国土､千差万別の地域状況､それに ｢人治｣という制度的な
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制約により､中央政府が本当に集権できるのは､軍事､外交､立法､財政等限られた分野､

地方の行政管理は地方政府がより嚢磐的な権力を持っていたoしかも､-･B.皇朝の力が弱

まると､地方割拠が起こり､その時は中央の軍事 ･財政権も危うくなってしまうのである.

かくて､法を持って国を治めていない以上､幾ら中東集権しても､中東政府が本当に手が

届き管理できる範囲は限られていた｡中央政府にとって､主な関心事は国土の安全､政権

の安泰､歳入の安定など限られたことに壌申し､地方の治理と行政については､｢皇権｣

に対して明らかな挑戦 伸火への離反､税賦上納の遅れ,大規模の民衆反乱など)がなければ､もっ

ぱら地方政府に任せていた｡

山方､｢皇権｣の浸透できない地方農村では､民衆を束ねること､他の公的な業務はも

っぱら郷紬等の地方名流が行われていた｡彼らは官府の授権がなく､従って官的な身分を

もたなかったOなのに､郷村地域おいて管噸権を行使できたのは､そこに ｢天が高く､皇

帝が遠い｣という権力の素空地帝が生じたからであるO その条件下で､誰かが日常の治安

を維持し､お祭り時は音頭をとり､内部紛争があった時は調停し､外部と争いことが起き

た時は族人､村人を東ねなければならなかったOこれらの民衆の要望に､地方名流が答え､

かつその能力が証明された時に､｢皇権｣とは別にもう-つの権威､｢糾権｣が形威し､郷

村において実質的な統治権を行使できるようになったのである19)0

｢紳権｣は､その民間授権の特質から､自ずと ｢皇権｣に対して相対独剥 塗を有するこ

とになった｡張静氏によれば､苦から郷村社会において､｢皇権｣は文化象徴的なものに

過ぎなかった｡｢皇権｣と ｢紳 権｣は､長い歴史の中､｢礼儀的な往来｣を体得し､相手の

領域に立ち入るのをできるだけ避けようとしてきたO郷村に近い県官途でさえ､県蒋以上

に生活し､自分に裸せられた職務 (邪村から税賦を徴収)以外は､郵相のことに対してあまり

関心を持たなかった｡-方､地方の邪紳適も､官府から自らの地位､行いへの黙認をえる

ため､官府に対して尊敬を与え続けたが､実質統治権を与えようとはしなかった｡彼らは

常に邪村のことへの常府介入を警戒しており､そのため､自分の手に負えない状況など特

別な事情がない限り､官碑との接触をもできるだけ避けようとしたという20)0

ところが､このような状況は､近代に入ってから変わり始めた｡商工業と都市経済の発

展､科挙制度の改革並びに戦争の影響で､郷村にて功名を得ることの意義がまず薄れてい

った｡また鼻薬経営は利潤率が低下し､ リスクが増大するが､都会では商工業の機会が増

えはじめた｡多くの地主､邪紬は子供を都会に送り､自分も都会に出て新しいビジネスに

身を乗り出した｡それに､頻繁な内外戦争も国､地方財政を疲弊させた｡戦争維持､財政

収入拡大のため､末端藤村への徴兵､微税の強化が重要視されるようになった.かかる情

勢下に､県以下に郷官､郷政権組織を設けようとする機運が高まり､二十憤紀三十年代国

民党政府の時期にはとうとうそれが嚢施された21)0

しかし､｢法治｣観念の薄い国柄から､これらの ｢郷官制｣改革は公的身分の委任と行

政機構の設置に留まり､郷村治理の仕組みを変革するまでには至らなかったO従前の地方
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権威は末端郷村の官吏になったが､新しい税賦徴収任務が付け加えられたことを除ければ､

彼らの簡略範囲､治埋方法などは従来の通りであったo要するに､改革の目的は地方権威

の力を借りて徴兵､微税などの国家目標を達成することにあって､｢紳権｣の権限を制限

し､｢紳権｣に代わって ｢皇権｣が郷村地域を実繋統治する狙いは厳初から存在しなかっ

た｡

けれども､地方権威の ｢官授化｣は､地域社会の利 権構造､その上に築かれた社会秩序

には多大な影響を与えたOまず､地方権威と地域社会との利益の-致は無くなり､｢共通

利益｣をベースにした地域社会の結東力も弱体化した｡従来､地方権威の公的身分の獲得

は､彼の地方公務の処理能力に依存し､民衆の信頼を得るためには地元の公共事業に私財

を投するまでしていた｡しかし､いまは彼らが官府の信任を得なければならず､官府の意

向をみなければならなくなった｡営府との利益-敦が増すにつれ､彼らの行動も価値判断

も次第に官府の方に偏り始め､公共の利益､民衆に対する薯任感は逆に薄れてしまったO

また､官の身分をえた地方権威は地位が高くなり､権力もこれに従って拡大した｡彼らの

利用できる社会資源はより多くなったが､その地位､行動の合法性に対する地域社会の承

認は益々要らなくなった｡

嚢任､約東を伴わない権力増大は､私利私欲､公私混同など社会の悪習慣を一層助長し

た｡郷村官吏の私利私欲から､民衆の利益や地域社会の共通利益を守るため､法治などを

強化しなければならなかったが､そのような努力はあまり行われなかった｡その結果､地

方権威の自由行動範囲は益々大きくなり､往く手は官の身分を利用して私利私欲を追求す

ることは日常化したO

(2)地方税賦制度の特徴とその弊書

以上の分析から､中国の地方官僚､郵相官吏の権力空間の広さについて､感触を得るこ

とができたと思う｡しかし､今日の中国農村に ｢3乱徴収｣が屡禁不止の歴史根源を全面

的に把握 し､また中国農相の税費制度の源流を探すためには､もう一側面の歴史的な事

実一唐突以来の税賦制度-をみなければならない｡

多くの歴史研究から分かるように､中国は唐代から ｢集団徴収｣､｢定率戸均｣を特徴と

する税賦制度を実施してきた22)0 ｢集団徴収｣とは､税賦計算 ･徴収の基本単位が個人で

はなく､集団であることを指すOまた ｢定率戸均｣とは､集団の総税蛾を人数､土地商務

に応じて各戸に分担させる方法のことである23)0

つまり､官府組織のない郵相では､農家単位で税膳を徴収するのは､甚だしい手間がか

かる｡手間を省くため､例えば､唐代の時､税俄の計算 ･徴収単位を里にし､徴収の実務

を ｢里正｣という者に委託していたO里iEは戸籍 ･帳簿の制作から実際徴収まで税賦徴収

業務の全部を担当したが､彼らも官的な地位を持たず､官府の委託を受けた-郡の郷榊で

あった｡官府は里正に対して税賦徴収任務が達成 したか否かをチェックするが､納税者の
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問にどう配分したか､また納税者から過分に徴収したかについてはあまり関心を持たなか

った｡従って､戸籍記録､災害申脅､税賦分担､納税物の入庫､納期切れ処理などにおい

て､納税者間の負担配分に巡って不正行為が働きやすかった｡水面下の秘密交易によって､

ある人は税俄が免除され､或いは負担すべき水準より軽減されたが､他の人は逆に負担す

べき水準より税賦負担が重くなった｡免除 ･軽減されたのは､大邸郷村中の有力者で､負

担が桑くなるのは権力も財力も持たない-般庶民であったOかかる税賦制度の欠陥による

不正行為は唐宋時代にすでに大恩に発生し､明消以降は--一層酷くなったといわれている24)a

さらに､もう-一つ深刻な問題は､地方官更や政府郡Plは る制度外の苛摘錐税の徴収にあ

ったO唐代の ｢潜菌銭｣､｢資課｣､｢務余｣､｢進奉｣､宋朝の ｢度牒｣､｢免夫銭｣､｢月壮鋲｣､

｢板帳銭｣､清朝の ｢座金｣､｢摘納｣､｢灘派｣などほぞの代表的なものである25)｡これらの

苛摘錐税は､第 1に王朝の税賦制度に乗らないこと､第2に ｢支出需要｣に応じて ｢徴収

額｣を決定するが､徴収名目の設定､徴収方法､資金の使い方は決まった定まりがなく､

任意性が非常に強いこと､第3に徴収した資金は徴収者自身が管理 ･運営し､外部のもの

がそれを正確に把握するのは非常に困難であること､などの特徴を持つ｡

かかる制度外徴収は､これまで説明してきた地方政府､郵相官吏がもつ権力範囲の広さ､

自由度によったが､同時に国家の財政制度とも深い関わりを掩っていた｡例えば､唐代の

時､中央財政と地方財政は厳格な区別はなく､地方財政が中央財政の中に含まれていた26)a

また清朝も､歳入に中東税収､地方税収の分類が無く､歳出も中央歳&'J､地方歳費に分け

ていなかった27)oこの財政制度下で､予算配分権は中央が翠握し､しかも予算の殆どが中

央政府の支紬 二当てられたo地方政府の歳紬 ま､官員俸禄､日常経費など必要最低限の噴

射ま中央から配分されるが､他の行政費､特に公共事業費は歴史番等を見る限り､制度内

の予算配分が殆どなかったと思われる｡制度内の予算収入だけでは､増えつつある行政支

出謂要を満たすのは不可能であり､行政維持のためにも､外に収入をつくる必要があった｡

これが､制度外に苛摘錐税を徴収し､独自に歳入源を ｢開発｣する最初の動機であった｡

その上､さらに地方官僚､郷村官吏の私欲が加えると､制度内の予算収入が益々不足とな

り､不足を埋めるため､さらなる苛摘錐税を徴収するようになった｡おかしなことに､中

国の伝統的な政治 ･財政制度からは地方政府､政府官僚の支出需要を規制するtL蘭Lみを見

つけるのが難しいが､彼らの無法に近い､支出霧要をもって収入源を任意拡大することを

奨励した事例は数多く見受けられる｡

かかる負の遺産は､制度､意識の両面を通じて今日の社会に影響を与え続けているO
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4托｢3乱徴収｣の発生と根絶できない原因

日 )郷村財政の生まれ付き欠陥と ｢3乱徴収｣発生の経緯

中国では伝統的に地方政府に多くの行政機能を付与するが､その機能を果たすのに必要

な歳入権を保証 しなかったことは前述 した通りである｡新中国後､この伝統は受け継がれ､

1958年以降人民公社の ｢政社-体｣(行政･生塵組織の1本化)制度はその典型と言える｡

人民公社の財政について､初期には ｢財政請負｣管理法が実施されていた｡1961年-人民

公社 ｢六十粂｣が公布後に､｢統収統支｣(絡 .収入･統 一･支出)管理法に取って代われたOそ

こで､統収とは人民公社の財政収入を国家予算､具体的には県政府予算に組み入れ､統----

に収入すること､また統支とはその財政支出は､県政府予算から統一に支出されることの

意味である｡ しかし実際は､｢統収統支｣に関して全図共通の規則 ･規範はなく､中央優

先､工業優先､都市優先の財政方針下に､人民公社の税金収入は100%政府に統収 された

けれども､その財政支出は経常経費のみ県財政から統支され､その他非経常経費は自己調

達することになっていた28)o Lかも､経常経費 (Jiuニト上 地万経済建設串業費､社会文化教育車業

潜､行政管 Jyl臓 とその他経常羅･絆を含むが)は､人民公社の実際需要に応じて支出されるのではな

く､その逆､つまり､県財政からの支給額に合わせて､人民公社が関連事業を展開せざる

を得なかったのである2f')O結局､人民公社は国家財政に対して下属の生産大隊､生産隊か

ら農業税などを集めて全部上納するが､国家財政からは人民公社にいる国家幹部 (剥離'F

郡､公奔放輔など国家公務即 )裾越を箪受できる舞を指すQ以卜､同様)の人件費と､その他-A部の経常

経費の予算保証をえただけ､地元の経済 ･文化建設の為の公共事業費はもちろん､行政経

費の不足分も全部自己負担 しなければならなかったのであるO

こうして､人民公社集団組織は､実質上兼務磯 村の行政 ･公共事業費の殆どを負担する

ようになったが､その財源は､外ならぬ､集団内部の生産用 ･福祉用積立金と集団所有の

工商企業の利潤上納であった30)｡人民公社にとって､これらは大きな負担であったO例え

ば､1978年の税後所得分配は､17.6%が集団留用､82.4%が社員分配､前者対後者の比率､

つまり､農民の負担率は21A%にも連 した (表 2を参照)｡しかし､当時鷹民個人から直

接徴収ではなかったから､愚民が負担と感じず､それ故､あまり問題にされなかった｡何

より､集団留用金は自由に増減できるから､予算としてはソフトなものであり､今日のよ

うに別途 ｢3乱徴収｣を行う必要も全くなかった｡

ところが､1984年人民公社解散後､磯村生産組織と行政組織が分離した｡郷 (銀)政府

や村民委員会が設立され､農業生産主体は集団から農家個人に変わった｡が､郷村組織､

藤村住民は､これまで負担してきた農村行政 ･公共事業費の義務からは解放されなかった｡

1984irl宋公布の国務院 ｢農村学校教育経費の調達に関する通知｣はきっそく人民公社時代

に集団組織が負担 していた農村教育費を農家､磯村企業に膚換えさせたoのみならず､

- li l -



生物弓鋸燦経済研究

1985年に ｢権力､褒任を地方に移設する｣という財政制度改革の流れの中､郷 (鎖)政府

は人民公社以上の行政と経済 ･社会発展の輩務､その畜務を果たすための自主決定権が付

与されたが､それらに相応しい財政収入権は与えられなかった31)0

1985年4月に新しい郷 (鋲)組織の財政確立を目指して､図務院の批准を経て財政部が

｢郷 (鋲)財政管理試行弁法｣を公布した｡同｢弁法｣の内容をみると､郷 (鋳)財政は

｢巨綱実美l支｣を原則とするO収入範囲について､予算内収入は農牧税 ･郷鎖企業工商税の

那 (鎖)留用部分32)､域内事業者の屠寒税､都市維持建設税､自由市場交易税､家畜交易

税､串弼船舶使用税､契約税等の14項目､予算外収入は各種付加税収入､自己調達資金は

郷鋲所属の事業組織収入､都銀企業の利潤上納､前記愚民負担の ｢郷統簿｣と土地収用A',

収入などである｡また予算支出について､行政管理費､文教衛生事業費､その他支出と規

定したが33)､郷 (鋳)の財政収入がその行政嚢任を果たすのに必要な歳出需要を満たすか

の配慮はなく､不足が生じた場合にどう対処するかについても規定はなかった｡恐らく

｢弁法｣制定者の意識には邪村集団には愚民からの上納金の当てがあるから34)､歳入につ

いては細微な税収を適当に都銀に分けただけ､税収でもって全部の歳出を賄うという考え

方は当初からなかった｡税金以外の農民負担についても､1991年に初めて前記 ｢負担条例｣

を制定したが､それまでの間には農民の負担義務､資金の徴収方法､運用管理に関しては

細かい法的な規定は何もなかった｡

こうして､何となく,慣習的に郷村組織は､人民公社がもっていた行政機能と､その機

能を果たすのに必要な行政 ･公共事業費負担を受け継いだが､戯民から集団上納金を集め

るいまは､年末所得分配の際､事前に集団留関金を取っておく以前とは勝手が全く違うの

である｡いま､農家から集団上納金を集める際､金額は塵地の諦負契約番に明記され､変

更 ･追加ができないので､壊闇上納金の収入は予算としてハード的なものになった｡実際

に､嚢1に示すように1978年から1985年まで全国の農薬GDPは2.5倍､農民所得は3.4倍に

増えたが､集団上納金は1.5倍にもなれなかった｡よって､農民の負担率 (対所得比)は､

1978年の21.4%から､1985年に9.3%に低下したけれど､反面､郵相組織は行政と公共事業

費の不足問題に直面し始めた｡

従って､｢3乱徴収｣の発生を理解するには､まず郷村財 政が誕生の時から法定歳入が

基本歳出を賄いきれないという､制度的な欠陥があること､上記人民公社の解散に伴う税

費徴収対象の個別化と予算制度のハード化の経緯を理解しなければならない｡

(2)官僚体制の問題

実際､｢3乱徴収｣は人民公社解散後に間もなく問題となり､また時間と共に深刻化し

てきた｡その原因について､中央政府筋は末端の地方政府に堀しているが35)､実際は地方

官僚体制と国家財政制度にあると考えられる｡まず官僚体制の問題についてみよう｡

周知のように新中団成立後､旧来の官僚システムは打破され､共産党中心の政権体制が
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作られたoLかし､｢入治｣の伝統､｢一党独裁｣の政治制度､団家治理におけるこ桑権力

構造は依然残り続けた｡同家を企業に例えていえば､企業を運営する経営者､労働者は総

入れ換えしたが､工場内の建物､機械､ワンマン経営の企業形態は相変わらず､企薬管理

の基本ルールにも大きく葬らなかったO当初､共産党政府は革命後に末端行政官員の政治

的な階級身分をかえるト般制式と同じ階級身分をもつ者を政権組織のリ-ダに据える)ことによって､

郷村官員 ･農民問の利益対立問題を解決できると信 じていたが､実際は全く期待外れで､

政権構造における国家権威 ･地方権威問の相対独剥 塗､地方権威と地域共同体との利益背

離等の基本図式は本質的に変わらなかった36)｡地方政府も郷村幹部も依然幅広い ｢園地制

宜｣､｢因審判宜｣､｢図人制悪｣の地方管理権をもち37㌧ 彼らの行動も苦と同様､地域住民､

地域社会の共通利益より授権側の意志或いは自己利益に偏る｡彼らの行動を約東 ･監督で

きるのは授権側の上級政府だけ､地域社会､地域住民に同様な機能を期待するのが難 しい

のである.

ただ､計画経済の時期に社会の生産､交易､分配､消費等に関わる経済関係は非常に単

純化され固定化されていた｡経済組織は､固有企業､集団企業､農村人民公社だけ､資源

配分､交易､価格も全部国家計画のコントロール下にあった｡個人の所得は決まった給料

以外は何もなかった｡そのため､所得分配が平均で､皆が貧乏の中､私欲を刺激する材料

もあまりなかった｡また経済運営が国家計画に厳格にコントロールされる中､個人の ｢創

意工夫｣の余地は殆どなかった｡樽に私利のための ｢創意工夫｣は絶えざる共産主義イデ

オロギー教育と､利己主義を批判する大衆運動の存在で､-層困難なことであった｡この

ため､当時地方政府､人民公社にも幹部職員が制度的に付与された優遇､特権以外に､制

度を超えて私利に走るのはごく例外的にしか見られなかった｡

しかし80年代後半以降､市域経済化が進むにつれ､社会経済環境は激変し､人々の意識

もイデオロギー至上主我から､経済優先､金銭至上主我に変わりつつあったOまず､人民

公社の解散､その後の行政改革に伴って､-部の職能部門 (鼻薬技術ステーション､猷医ステ-

ション､遊楽機械ステーション等)は行政から切り離され､独立採算で公益 ･営利を兼ねる事業

組織に変身させられた｡残る他の行政部門も人件費､運営費が財政予算に組み込まれたが､

-.部沿海地域を除けば､-･般農村地域の県市 ･郷 (鎖)政府は自己予算収入の不足に加え､

次にみる財政請負制下に上級政府からの補助も少ないため､運営費はもちろん､給与さえ

保証できない状況に陥った｡結局､事業部門も行政部門も同じく経費不足を補うため､収

入源を開拓し､自主財源を増やせなければならなくなった｡

また､国家計画の束縛がなくなるにつれ､生産､交易､分配､消費に関わる経済関係は

次第に複雑化したO経済 ･社会活動における個人の ｢創意工夫｣がしやすくなり､個人の

所得源も次第に多様化 した｡例えば､-般企業は経営請負制の下､基本給与以外にボ-ナ

スが支給 されるようになり､政府機関もそれに習ってポ-ナス､その他現物を支給するよ

うになった｡しかし､-･般企業と違って､政府機関は直接生産を行わないから､ボ-ナス
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などを支給するための財源をどこかから捻損しなければならなかった｡その方法は､次の

3つがあった｡-つ目は､市場経済への転換時期に特有の 2重価格制の状況下に､政府秤

政部門だけにfrj写 された計画流通物資の配分権を利用して､計画 ･市場価格の差額を儲け

る方法､二つ目は下属企業から利益の-部を上納金として徴収する方法､三つ目は巧みに

名目をつけ､企業 ･民衆個人から行政費用､奉養分担金を徴収する方法であった｡いずれ

も､行政特権を利用したものであるが､末端農村に行くほど､計画流通物資の配分権､下

属の工商企業が少ないため､3つ日の手段がより多く使われているO

さらに､経済発展に伴って､地方農村に経済 ･社会 ･文化建設の発展を望む社会要請は

強まり､地方の経済発展と公共事業建設における政府の役割への期待も高まったQ中央政

府は ｢-･部の人が先に豊かになれ｣と同じように､｢-部の地域が先に発展せよ｣と奨励

する-;IjL､全体の経済 ･社会発展水準を高めるため､中央主管官庁を中心に､全国各地で

様々な ｢連樺｣活動を展開した3tq)0｢連機｣は､県民､郷民にとって名誉のことであるが､

それより､地方幹部､特に索任者達の政治業績になる｡｢連標｣活動は､つまり､幹部連

の政綿志向心理を利用して行われたもので､地方からは碩極的な反応があった｡それだけ

でなく､政府はまた鼻薬､郵政企業とGDPの成長率､義務教育の普及率､計画比Jf塵の達

成率など様々な側面から地方幹部在任中の ｢業績｣を評価し､その評価をもって彼らの留

用､昇進､左遷を決定している｡地方官員､邪神幹部の ｢官位｣が官方授与である以上､

その業績評価は彼らにとって大きな原動力或いはプレッシャになるのは容易に想像できる

だろう｡

地域経済･社会の発展を望む社会的な要諦と中央政府から強いプレッシャによって､多

くの農村地域に経済 ･社会発展の目標設定が高すぎることになってしまったが､それのも

たらした結果の-つは､愚民への分担金などの強制徴収の増加である｡第2節で述べた山

東省の例で､農民と全く関係のない県外の省体育館､大学建設のため､戯民から分担金を

徴収するのは言うに及ばず､県内の文化センター､専門技術学校､｢老幹部病院｣､｢県烈

士怒園｣の建設のため､鷹民から基金を集めるのも ｢地方経済 ･社会発展のため｣を口実

にした農民への法外徴収であっが 9)a

もちろん､地方政府の地域経済 ･文化発展への関与は､上記の公共事業建設に留まらな

かったO現行の財政制度では､郷鎖企業の所得税は所属都銀の税収となり､もし企業の所

有権が郷鉄に属するならば､その企業の利益上納が郷鋳政府の ｢自主財源｣になるので､

財政収入拡大のために､地方政府は域内の産業活動にも横様的に関与▲してきた0時に郷村

レベルにおいて､郷村政府が郷鋲企業を所有しており､郷村幹部は郷村企業に対して--般

的な行政管理を行うだけでなく､その経営活動にも直接参画してきたO実際に中国農村に

行けば､村有企業の経営者に村民委員会主任､或いは発支部書紀が兼任するのは非常に多

い｡郷鎖では郷鋳所有の工業､商業総公司があり､総公司の代表取締役､社長などの重要

ポス トは郷鋳主賓幹部が兼任するのも珍しくない O
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郷村幹部の企業経営への兼任現象は､地方経済の発展､地方政府歳入の増大に促進効果

があることは否定できない事実である｡しかし､政 ･経分離の原則に反 し､特に企業経営

に巡って､彼 らの公的な地位にあるのが故に持つ絶大な権限に比べて､問題が生じた時､

彼らに取らせる斎任はあまりにも小さいという権 ･資不-敦の問題があるOそのため､暦

日的な企業投資が増え､投資の失敗が地方財政を圧迫 し､直接 ･間接的に愚民負担を増大

させた例は多く見られた｡以下の例をみよう̀1°)0

① ｢80年代､我々の村では冷凍野菜の加工企業を設立したo村には資金がないから､村

民に株権を売り資金を集めた｡当時は､企業が皆のもの､従って大儲けした時は利益も皆

に配分すると言われた｡村人も企業経営なら土地を耕すよりは儲けるだろう｡それに､幹

部連も購入しているから､自分が購入しなかったら､路すると思っていた｡そこで､大勢

の農家が株権を購入した｡その時､いまと違って数百元は農家にとって大金であった｡私

の家も300元を工面 して株権を購入したoしかし､もう十数jJ開削ま過ぎ去ったO誰も企業

から配当金を受けたことがない｡企業の経営状況もどんどん悪くなった｡村の幹部は､儲

けがないからと言って､非常に安い価格でその企業を1人の幹部に売ってしまい､企業は

私営のものとなった｡その結果､売ったお金は､村人の出資金を返すにも足 らなかった｡

私たちは､配当も利息も受けたことがない O当初の出資金さえ堀ってこなかった｣｡

② ｢1985年村の党書記はダンボル箱工場の設立を決定したO村は4万元を捜し設備を購

入した｡村は､また工場の建物を建設 し､更に10万元の流動資金を投入した｡しかし間も

なく工場が倒産し､若干の未完成品と機械設備が残されたOこれらを発って最終決算して

みると､十数万の赤字が揖た01985年にプラスチェック工場も造った｡村は､同じように

工場の建物を建て､その他固定資産 ･流動資産へも投資した02年稜にまた担保を出し､

15万元の融資を受けた｡しかし､最終的にプラスチェック工場も閉鎖に追い込まれた｡工

場長には密使がなく､かるかると村から去った｡事件後､会計担当者は帳簿を一遍調べた

だけ､村ではどう対処すべきかについて-1司議論したこともなく､ふらふらのうち､この

件の処理はもう終わってしまった｣｡

このように､郷鋳金薬の経営失敗が原因で､直接 ･間接的に愚民負担を増やした例は､

全回どれぐらいあるかを示す統計数字はない｡しかし､個別現象ではなく､普遍的にみら

れる現象であることは確かであり､しかも後進地域ほど､企業経営失敗の可能性が高く､

農民の蒙る損失も多いのが特徴であるO

かかる脚 兼下に､-:jfでは官僚腐敗の問題が深刻化し､他方では ｢官本位｣の思想もこ

れまで以上に蔓延 し､社会に浸透 していった｡張玉杯氏の言葉を借りれば､｢中国では､

古くから "権力があれば､すべてがある"という潜がある｡その諺に象徴されるように､

役人という職業は常に他の職業より商い地位､名望､また多くの笛を獲得することができ

るという権力意識は民衆レベルに浸透 している｡共感党主導の革命を経て､中華人民共和

図となって､中国社会は依然としてこの官僚優位の伝統体質から脱却していない｣ 41)0 時
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に､前記のように､経済改革以降､地方官僚の経済活動への進出機会が格段に増えた｡彼

らはこれまで以上に地域経済発展の蔑索を背負っているが､その分より多くの政治的な権

力と経済的な利益を獲得できるチャンスに恵まれるようになったので､官の優位性は-一層

際だって強いものとなった｡人々の官位､公職への憧れ､それに向けての努力､そして地

方政府の幅広い自由教義権と官僚集団の利己心がために､政府組織はどんどん膨張 し､公

職者数も日々拡大した｡例えば､張玉杯氏が調査した江節省T郷では､1983～96年間に政

府機関は20から44に増え､各種幹部職員数は74から260に拡大した42)｡また江蘇省全体で

は､1985-1997年間に郷村管理労働者数は6.9万から17.9万までに増加し､郷村総労働力数

に占める制令も0.27%から0.65%に上昇 した43㌔ 不思議なことに､1980年代以降中央政府

の主導で全国範囲の ｢精兵簡政｣､つまり､行政組織簡素化改革が数回も行われたはずで

あるOなのに､郷村組織が拡大 し､行政職員数が増えつづけてきたのは､それだけ､官僚､

公職が戯村社会に人気があって､それになりたい人が多いからであろう｡

だが､雷うまでもなく､郷村行政組織の膨張と公職員数の拡大は､郷 ･村財政を圧迫 し､

職員への給与滞給と愚民への追加負担をもたらす主な原図の-つ になっている｡

(3)財政制度上の矛盾

一方､中国の財政制度は､農民負担の視点から､以下の特徴があるa

① 都市を優遇し､農村を差別する財政支出構造 これは工業化実現のため､圏の財政

投資が桑工業を代演とする都市座業ばかりに集中し､農業投資を軽視 し続けてきたことか

らも分かるが､それだけではないO国民への教育､医療､年金などの公共サービス提供に

関しても､都市住民を優遇し､農村住民を差別し続けているのである｡計画経済の時期か

ら､政府は戸籍制度をもって都市 ･藤村間の人口流動を制限し､その上､都市住民には職

業 ･貸金を保証する-方､低価で食料を配給､無料或いは安価に住宅､医療､教育サ-ど

スを提供 した｡しかし､藤村住民に対しては､農産物を安価に供出させたけれど､職業 ･

貸金の保証は論外のこと､住宅､医療､教育サービスも-切提供 しなかった｡

この差別的な待遇と財政支出政策は､90年代に入ってから都市での苗場経済化改革によ

り､若干攻寄されたけれども､未だ本質的には変わっていない｡二つの例を挙げてみよう.

まず､医療 ･年金制度である｡従来､都市部では､労働者の医 療費､老後生活費は園が

全都保証 していた｡近年､都市経済改革の-一環として､医療 ･年金制度は改革され､酉側

諸国に似た医療 ･老後保険制度に改変されつつあるo新制度は､個人 ･金薬 ･国家の三者

負担で社会保険基金を設置して運営されているが､適用対象は依然都市住民に限っているO

農村地域は､国家財政がサポットする養老保険はなく､医療保健も､例外は別として､郷

村単位の戯民互助性質の食作医療に留まっている｡

第 2にrFT小学校への教育投資であるo これは､いま郷村財政の厳太負担となっている｡

中小学校の教育投資は計画経済の時期から都市と農村は全然違っていたQ当時､都市部で
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は国家財政が全部負担していたOそれに対して､農村教育は1950年代半ばから匡l家財カの

弱きを理由に主として ｢民弁｣事業と位置づけられ､農村教育経費も基本的に農村集団組

織が負担していた｡都市中小学校の教師は全部国家公務員の待遇を受ける ｢公弁教師｣で

あるのに対して､郵相中小学校の教師は-･部が ｢公弁教師｣､大部分は農村集団組織が給

与を負担する ｢民弁教師｣であった｡この状態は1984年頃まで何の変化もなかった｡同年､

人民公社が解散され､集団組織が農村教育費を負捜できなくなった｡新しい事態に対処す

るため､84年末に国務院が ｢農村学校弁学経費の調達に関する通達｣を出したoその内客

をみると､主旨は国家財政の農村教育投資政策に変化無し､人民公社が負担していた分を､

教育事業欝付加税 (農家負組分は後に｢郷紙筆｣に含まれた)の徴収を通じて､農村企業や農民住

民に肩代わらせただけであった44)0

更に1986年に中国において ｢義務教育法｣が初めて制産された｡その時､政府は ｢九年

制義務教育｣の提供を国民に約東したが､義務教育に必要な投資については､依然親任を

取らなかった｡教務教育の実施経費について､政府が示した負抱原則は次の通りである｡

①省､市､県､郷人民政府が､義務教育段階別の在校生規模､各種経費の支出基準に基

づいて､教育事業費を調達し､保証する義務を持つ｡②予算内の教育投資に関して､中

央 ･地方政府は ｢義務教育への財政投資を通常財政支出の増加率を上回るベースで漸次増

やしていくことを保証するo o郷の財政収入は主に義務教育事業に投資すべきである｣

45)0③予算内の教育投資だけでは不足のため､予算外財源としての ｢各地方政府が政策規

定に基づいて都市と農村から徴収した教育事業費･付加収入は主に教務教育事兼に使う｣4(～)0

④通常教育事業費以外の学校施設整備費用については､｢地方財政投資と民間募金を組み

合わせた方法で資金を調達する｡･- ｡都市部において､ ･､公営中小学校及び師範学校

の校合新築､増改築に必要な資金は学校の所属関係によって主管部門 (省レベルでは教育庁､

fff･県レベルでは教育臥 著者綻)の基本建設投資計画に組み入れる｡ ｡藤村中小学校の校

舎建設用資金は主として郷 ･村政府が負担する.経済的に困難な郷村のみ､上級人民政府

が状況をみて補助を与える｣ 47)0

要するに､義務教育経費は中央 ･各レベルの地方政府が共同負担するが､中央と省 ･市

政府はそれぞれの負捜分 (数､郷への教育事業費補助を含む)を､経常財政支出を上回る

ペースで増やしていくことを保証するのみ､不足部分は各々中小学所属の地方政府が嚢任

をもって調達することになっているのであるO

そこで､各地域の予算内の教育事業費資金は､従来の金額をペースに請負制が実施され

るので､旧来の都市 ･藤村の格差はなかなか縮小しない｡また各地が域内で徴収する予算

外の教育費付加税収入48)､その他-般自主歳入も税源規模の違いにより､都市 ･農村間､

地域間に大きな格差がある｡おまけに､財源が豊富の都市では中小学校の施設盤騰勢が

省 ･蒋 ･県財政から支出し､財源の乏しい郷村では郵相政府が自己負担することになって

いる｡
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表 3 中国における地域間所得格差指数の推移

項 目 1978 1980 1985 1990 1995 9991899E=799-699円日日

A. 1人当たりGDP
中部地域/西部地域
東部地域/西部地域
BEST5/WAST5
上 海 市/費 州 省

4
7
0
5

2
5
0
4

1
2
4
21

6
0
9
8

2
5
8
1

1
2
3
21

8
9
1⊥
3

2
4
8
6

1上
2
3
11

6
5
0
2

2
4
7
0

1
2
3
11

5
6
0
2

2
4
7
2

1⊥
2
3
01

2
9
2
0

1
8
00
3

1
1
2
7

7
2
0
8

1
9
9
1

1
1
2
9

8
8
9
0

1
8
7
5

1
1
2
21

3
2
8
7

1
8
6
2

1
1
2
41

B.都市住民 1人当たり可処分所得
F帽汚地域/酉部地域 1.07 1.03
東部地域/西部地域 1.16 1.21
BEST5/WAST5 1.28 1.36
上 海 市/魚 州 省 1.86 1.68

C.農村住民 1人当たり純収入
中郡地域/西部地域 1,01
楽部地域/酉部地域 1.17
BEST5/WAST5 1.46
上 海 市/農 州 省 2.95
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9
6
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2
2

6
8
3
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0
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0
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0
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2
2

3
2
6
7

0
4
0
1⊥

1
t
2
2

7
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9
9

9
2
6
6

0
1
1
1
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6
8
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1
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8
4
2
8
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1
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2
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4

1
1
2
4

1
6
9
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3
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6
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1
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4
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2
9
7
8

1
1
2
4

7
2
4
3
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1
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2
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6
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1
1
1
3

00
9
1
9

0
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6
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1
1
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2

資料 :国家続紺謁 『中園統計年鑑遥各年版より作成O
註 :1.東部地域は北京､天津､河北､遼寧､山東､上海､注解､蒐江､福建､広東､F:摘IS地域

は異能江､書林､山西,河南､安微､江酉､湖北､湖南､広酉､海商､西部地域は内モ
ンゴル､陳酉､甘粛､脅海､軍営､新通､チベット､四川､爵 州､掌商を含む9

2.所得水準が厳も高い5つの地域は上海､北東､天津､広兼､遼寧であり､液も低い5つ
の地域は費州､甘射､陳西､広酉､チベットであるO

衷 4 中国における都市 ･農村間の所得格差指数の推移

項 目 1978 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1. 1人当たり消費水準 (国民経済計算統計より)
都市住民(A) 405 496 802 1686 4874 5430 5796 6201 6750 -
農村住民(伝) 138 178 347 571 1434 1768 1876 1892 1918 -

A / B 2.93 2.79 2.31 2.95 3AO 3,07 3.10 3.28 3.52 -

2. 1人当たり家計可処分所得 (家計調査より)
都市住民(A) 343 478 739 1510 4283 4839 5160 5425 5854 6280
農村住民(ら) 134 191 398 686 1578 1926 2090 2162 2210 2253

A/ B 2.56 2.50 1.86 2.20 2.71 2.51 2.47 2.51 2.65 2.79

3. 1人当たり貯蓄
都市住民(A) 90 148 422 1720 6672 8581 -
戯村住民(a) 7 15 70 219 721 887 -

A / B 12.9 9.9 6.0 7.9 9.3 9.7 -

4.ジニ係数
都市住民(A) 0.16 - - 0,23 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 -
藤村住民(ら) 0.21 0.24 0.23 0.31 0.34 0.32 0.33 0.34 0.34 -

資料 :国家統計局 『中国統計年鑑』各年版より作成｡
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都市 ･農村間､地域間の経済発展､所得水準の格差が著 しく､かつ広がりつつある中国

において (嚢3､4を参照)､かかる義務教育費負担構造はどういう結果をもたらすかは日

に見えている｡題材地域に学生 1人当たり教育費財源､従って教育施設､教員の資質と待

遇は都市より大きく劣っており､ 中西部の貧困農村では机､椅子がなく､校合が崩壊に瀕

している報道はよく見受けられる｡一般藤村地域も邪村財政収入の60%が中小学教育事業

に投入されているほど教育負担が窺いが､それでも教員給料の滞給は長い間続いているO

これらの現実を前にしても､中央政府は依然目の半分を償っている｡半分というのは政府

が ｢希望プロジェク ト｣の名で全図民から寄付金を集めて貧困地域､貧困農民の教育を支

援 しようとしているからであるoLかし､これらの義摘金収入は主に重点貧困地域に支給

され､-般農村地域では教育費不足を補うのに農民から教育集資を簾めるしかないのであ

る｡

さらに銘記すべきことは､利司において国家財政が鷹村､農民を差別 しているのは医

療 ･年金､基礎教育分野に限らず､他の行政管理､公共事業分野に関しても同じなのであ

る｡

② 請負制が基本の中央 ･地方政府間の税収配分制度 中国の中央 ･地方政府間の税収

配分は独特であるO日本など西側諸国では､普通中央政府がまず税金を徴簾し､それから

法律に基づいて地方政府に転移交付するが､中国は二つの意味でそれと逆である｡第 1に

税金はまず地方政府によって徴収され､次に留用部分を残し､残余を上の政府に上納する｡

第2に地方留用と中央上納の配分は､法律､法規に基づいて行うのではなく､その時々の

政策方針と地方政府が中央政府との-対山の交渉によって決められてきた｡例えば､1985

-1987年間に金団範囲で ｢画定収支､分級匂幹｣(収支ノルマを所産し､ 一級小紋に紬ナ負う)の

財政分配制度を実施 したが､全図29の省 ･市 ･自治区のうち､14の省市は比例配分方式､

13の省 ･自治区は定額補助､2つの省は産額上納の方式で､中央政府との間に税収の配分

を行っていた｡言うまでもなく､省と省の間には､同じ配分方式を使っても､実際採用の

配分比率や補助産額､上納定額が異なっており､それぞれの決める根拠は､一つに基準年

度の財政収支規模､二つに中央政府との実際交渉と言われている｡1988年以降､地方政府

の経済発展 ･税収増加のインセンティブを向上させる目的で､中央 ･地方間の財政謂負方

法はまた変更 された｡地方財政に留保する税収額の計算方式は1987年以前の3種から6稜

に増え､各々の省に適用する計算式中のパラメーターも､基準年1987年の実磐収支水準を

基に各省政府が中央との-▲対-･の交渉で決めたという49)O

このような請負制が基本の税1獅 己分制度は､経済発展､税収増加の成果をできるだけ地

方に残して､地方政府のインセンティブを向上させることを主旨に採択 されたから､総予

算収入に占める地方政府の比重増大は元々避けられなかったOそのうえ､請負ノルマ等の

決定における悪意性､交渉性がゆえに､地域間の不平不満を暮らせた｡各地はより多くの

税収を地方に残すため､中央に行ってロビ活動を展開する山方､水面下に予算内資金を中
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英に上納教務のない予算外に移すよう ｢努力｣ した｡その結果､総予算収入に占める中央

政府の比率は予想以上に急減 し､1984年に40.5%だった同比率は93年に22%に低下した5())0

-万､省以下政府間､つまり､省と市､市と県､県と郷 (銀)政府との間もほぼ同様な

財政請負制度を実施 してきたoところが､周知のごとく､いまの中国において末端の県

(市)､郷 (鎖)レベル政府は一般行政のほか､教育､医療､就業､社会救済など基本的な

公共サ-ビス提供の蛮資を負っている｡その嚢務の東大さに比べて､両レベル政府の税収

は一般的に不足 しているのは問題の一つだが､さらにこれらの行政資務,従って行政薯務

を果たすのに必要な財政支 出は地域間に平準化しているのに対して､財政収入を左右する

商工業の発展､経済発展の速度は地域間に大きな格差がある｡商工業が発達 し､経済発展

の速い太中都市と東部沿海藤村地域では､県 (蒋)､郷 (鋳)レベルの財政収支が比較的

に均衡 しているが､内陸農村にいくと､県 (市)､郷 (銀)レベルでは制度内の税費収入

は著 しく不足 し､人々はよくぞの財政を ｢吃飯財政｣と呼んでいる｡つまり､制度内の財

政収入は公職人員の食費 (-透を本給与)しか捷供できない財政のことである｡多くの政府部

門職員のボーナス支給､その他行政経費につき､制度内の予算保証がないから､｢3乱徴

収｣など制度外の付加徴収が頻繁に行われ､それても､なお前記のような中小学校教員の

給与滞袷問題を解消できない状況にあるのである｡

③ 予算外財政収入の膨張 中国において､中央から末端郷鎮まですべての政府組織に

通常の予算内収入の外､いわゆる予算外収入と自己調達資金があるo予算内収入は大邸当

該政府に属 し､また法的な根拠をもって徴集 し､全国統-の予算制度の管理下に支出 ･運

営されている｡それに対 して､予算外収入は当該政府に属 さず､従って政府予算に組み込

まれない､予算制度の管理をも受けない､政府機関､公共事発団体､行政管理機能を持つ

企業主管部門､及び国有金灘などが国の法律 ･政策に基づいて自己調達､自己使用する財

政資金のことである51)｡具体的には､政府機関､公共事業団体 博校､病院など)の行政収

哲 ･事業収入､特定政府部門の専用基金 (都市建設費付加税収,教育事業費付加税収､邪統簿など)､

国有企業及びその主管行政部門の利益留保や償却基金などがそれに含まれが 2)｡また自己

調達費金収入とは､予算内にはもちろん､予算外資金管理システムにも組み込まれない､

政府機関､公共事業団体が自主努力で独自に調達 ･使用する資金である｡具体的に､例え

ば､上記政府機関のサイドビジネス収益53)､特殊 ･緊急目的で民間から臨時募集した寄付

金､臨時借入金､その他予算内 ･外収入として扱いにくいものものの収入がそれに含まれ

る.全体的に政府予算に組み込まれない､政府に属 さない､資金の徴収 ･運用に規範性が

乏しい点で､自己調達資金が予算外資金と同じであるが､後者との相違点は､資金徴収の

法的 ･政策的な根拠がもっと乏しいこと､資金収支 ･運用の主体がもっと複雑で分散して

いること (組織内郡の料､軍等)､管理 ･監督がもっと困難であること､などの点にある｡従

って､自己調達資金は､政府財政収入の中､機動性が厳も高く､経済建設だけでなく､公

共事業､社会保険,公職人員の福祉手当､公費接待など幅広く使われている｡
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いずれにせよ､計画経済時期に国民収入の大部分は国家財政に親 密コントロールされ､

そのコントロールを受けないこれら予算外資金の規模はそれほど大きくなかった｡けれど

も､中国の経済改革は駿初より､政府から企業､中央から地方への権力委譲で始まったか

ら､改革が始まると共に国営企業､公共事業団体､政府組織の予算外､自己調達資金の規

模は急速に拡大した｡例えば､全国の予算内財政収入を100として､同予算外収入の比率

は1978年に30.7%しかなかったが､84年に72.3%までに急上昇した｡その間､予算内財政

収入は45%増に対して､予算外収入全体は2.42倍増も増加した54)0

従って､予算外収入の急増は､-面において ｢権力下放｣を特徴とする-連の経済改革

の直接結果だと理解することができる｡しかし､忘れていけないのは､予算内収入に比べ

て､予算外収入は中央政府に上納する必要がない上､使用の自由度が高く､-都が福祉厚

生､ポ-ナスにも支給 しうるため､個別政府部門では､権力を使用したサイドビジネス､

-般企業､個人への罰金､収費､分担金徴収などの動機が強く､また地方政府のレベルで

も企業税金を計画的に減免し､予算内税収の-部を予算外の企業利益留保に置き換えるイ

ンセンティブが働くことであが5)O前者は､これまでみてきた農村地域の ｢3乱徴収｣の

状況から､また後者は､国有企業の利益留保の急増は利益率が低下し続けている状況下に

実現された事実から､それぞれ確認することができる｡

こうして､予算外収入の増加は､地方の経済建設､文化 ･社会事業の発展に補足的な資

金を供給するプラス面の役割を果たしたが､中央政府のマクロ経済のコントロールを難し

くしたこと､地域間の経済格差を拡大させる効力こそあれ､縮小させる効果は全くないこ

と (嚢5)､政府官僚の腐敗を助長すること､などマイナス面の影響も少なくなかった｡

上記の財政制度の抱えた問題に対して､近年､中国政府は対処措置を請じ始めた｡1994

年に中央と地方との間に､税種によって駿初から税収の帰属先､或いは中東財政 ･地方財

表5 中国における1人当たり財政支出の地域格差指数

項 目 1980 1985 1990 1995 1998 1999

東部地域/酉邸地域

中部地域/西部地域

BEST5/WAST5

上 海 市/農 州 省

5

1

1

【-

6

9

4

8

1

0

3

7

6

4

3

9

5

8

7

8

1

0

3

9

7

6

2

6

3

7

3

4

1

0

3

00

3

3

3

6

0

7

3

9

†⊥
0

2

3

7

4

5

8

9

7

2

5

0

0

2

4

5

8

7

7

9

7

0

6

0

0

2

3

資料 :国家統計局 『中国統計年鑑』各年版より倖成o

政間の分配比率を

定める ｢分税制｣

を実施した｡また

93､96年 2回に渡

って､予算外収入

の-都を予算内収

那 (闇有企英や経営

･!:I.:甘 辛 .･吉 浩 .嵩 ;'十 ∴1..:.∵ ･∴ ‖ こ上 ∴ .･･∴ ･･ ･ト･_

広兼､新注であり､駿も低い5つの地域は翻 り､河南､四川､ 門､公共陛1体の経馴 丈
江酉､甘兼である

人部分)を予算外

収入から除外するよう､予算外収入を再定義し､残存の予算外収入の所有権は政府にあり､

政府内の部門 ･機関にあるではないことを改めて規定しか6).
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ただ､分税制の改革は中央と地方政府間の税収配分に巡る任意性､交渉性を改め､同税

収配分の規範化問題を解決 し､また中央財政の歳入主導権を強化したが､都市を優遇 し､

慮村を差別する財政支出構造を変えることを意味していない｡ましてや､省レベル政府と

それ以下の地方政府との間には､従前の財政謂負制度を実施 し続けている地域は数多く残

されている57)a

5.近年における農村税費制度の改革とその限界

-方､1990年代末頃から､塵民負担問題がなかなか解消しない現状を前にして､中央政

府はようやくこれまでのように ｢通達｣や ｢決定｣を出すだけでは問題を解決できないこ

とに気づき､1998年秋頃から別のル- 卜から塵民負担問題に対葦を講じ始めた｡

その-つは､同年10月に国家発展計画委員会の提案により､3年間をかけて全図磯村電

力網を整備する-方､県域ごとに分断し､高コス トで､独占性の強い農村電力供給シスチ

ムを打破 して､魔力会社の統合と都市 ･農村送魔網の---イ本化､価格の岡-1とを実現 しよう

とするものである58)｡もう---つ は､2000年 3糾 こ党中央 ･国務院が公布した ｢戯利償 改税

試験を実施することに関する通達｣に基づいて開始された農村 ｢祭政税｣の改革である｡

2000年に安徽省は全域､山酉､甘粛､隣酉､湖南､河北､河南､黒磯江､吉林､内モンゴ

ル9省 ･自治区は部分県 (市)を選んで実験的に行われたが､2001年からは実施範囲が更

に拡大 し､江蘇､山東､広州などの沿海地域においても実施されるようになった｡

(1)廃村 ｢費改税｣の内容

慮村 ｢費改税｣は､言ってみれば､税費制度の規範化を図るもので､これまで農民に課

していた制度内の税金と集団上納金 (これが｢費｣と呼ばれている)負担を税金に--･本化し､他

の制度外負担を一切禁止 しようとするものである｡安徽省の例では､主な改革内容が以下

の6点に要約できる59)O

①｢3乱徴収｣だけでなく､教育集資など､徴収対象が農民に限定した各種の資金集め､

行政収費､政府基金募集を全面禁止する｡② ｢郷続審｣の徴収を取りやめるOこれまで

｢郷統簿｣から支出されてきた郷村の弁学経費､計画出産事業費､軍人家族 ･遺族への優

撫手当､民兵訓練費は郷級財政に組み入れ､予算から支出する｡農村道路建設資金は､郷

(銀)までの幹線道路なら､県レベル以土の政府財政から支出する｡郷 (銀)内の道路な

ら､郷財政と関係村が自力で賄う｡村負担の場合は､次に見る 目 事1議｣の方式で農民

から集際して賄 うO ③ ｢倍率税｣の徴収を取 りやめる｡④ 道路建設 ･校別 宴繕及び造

林 ･水利建設のための義務労務提供は､今後 3年間をかけて縮小 ･無くしていく｡⑤｢郷

紙箱｣の徴収を取りやめる代わりに､戯業税と農業特慮税の税率と税基計算法を調盤する｡
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農業税に関 して､税率に地域差を設け､これまで実質2-3%の税率を上限 7%までに引

き上げる｡課税税基も､実態に合 うよう､農家の ｢土地請負誰沓｣に記戦されている請負

土地商機×畝当たり-平年収.鼠 匡 1997年以前の 5年平均榔紋)×食粕総合価 格の棲とし､但 し､

食糧総合価格は省レベル政府が制定 し､平年収受は村単位に算定する｡また鼻薬特産税は

継続徴収するが､農業税と農業特産税を2重徴収 しないよう調整を行う｡さらに塵業税 ･

鼻薬特産税の付加税 も継続徴収 し､付加準の限度を従来の農薬税額の15%から同200/Oに引

き上げるo㊨｢村提留｣の徴収 と使用方法を改革するO｢村提留｣の中､生産 ･投資巨川勺

用の ｢公共積立金｣は､これまで前年農民純収入に比例 して毎年徴収 したが､それを ｢1

事1議｣､つまり､事業ごとに村民会議で討議 し､決議を経て徴収を行う方式に換 える｡

但し､日 事 1議｣の徴収額は村民1人当たり年間15元を限度とするO-･方､｢公益基金｣､

｢管理費｣部分の徴収は原則として廃止 し､その部分の資金需要は虚業税 ･偽薬特塵税の

-･部と両税付加税収入の全額で当てる｡

因みに､新 しい税制実施後､戯莱税 ･戯業特産税収入の大部分は郷 (鋳)財政に帰 し､

｢邪統 簿｣の代わりに､同行政区城内の弁学経費､計画出産事業費､軍人家族･遺族への

優撫手当､民兵訓練費､その他諸経費に使用するOそして､農業税 .農業特産税収入の残

る部分と両税付加税収入の全額は､村の歳入となり､村内の幹部手当や日常経費などに供

されることになる｡

(2)農村 ｢費改税｣の成果

幾つかの現地報哲によると､駿村 ｢費改税｣は順調に進められ､腿民はこの改革を大い

に歓迎 しているようであるO農民の歓迎は次のような改革成果と関連 している｡

第 1に､｢費改税｣は､政府の思惑とおり､税費制度の部分的な規範化をもたらした｡

特に人民公社時代以来の概念的な混同- 即ち､民間組織の財務と行政組織の財政を区別

しないことが改められ､政府組織が負担すべき行政諸費､公共事業費が民間組織の財務資

金 (綱己｢郷純綿｣､｢相接靴 がこれに拭する)からではなく､政府の財政予算から支出するとい

う本来の道筋に戻 った60)｡その認識の変化に合わせて､政策運営にも基団上納金などの

｢費｣の徴収が ｢税｣の徴収に一本化 されることで､邪村財政収入の徴収 も運営管理 もよ

り制度化 された税収､予算管理システム下に置かれるようになった｡樽に集団上納金の徴

収を無 くしたため､その徴収過程の郷村幹部､-▲般政府部門の出番がなくなったo税金の

徴収はもっぱら税務部門の費任で､税務部門か､その委託を受けた脇座物買付機関 しか鷹

民から徴収できなくなった｡よって､郷村幹部､-･般政府部F'胸機 家に行って ｢徽費｣す

る機会と理由がなくなり､結果として ｢弊政税｣の改革は ｢3乱徴収｣の軽減 ･撲滅に爵

献 し､またその蚤献を通 じて強制微費に起因する農民 ･郷村幹部間のいざこざを減 らし､

両者間の対立関係を緩和 させているのである別)0

第 2に､｢祭政税｣はまた農民負担の大幅な軽減をもたらしたようである｡例の安徽省
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では､省財政庁の試算によると､1999年に全省農薬税収入は12億元､｢相接留｣と ｢郷統

筆｣収入は34.6億元であったが､｢費改税｣嚢施後の2000年に全省農薬税収入は27億元､

慮薬付加税収入は5億元､税金総負担は32億元となり､改革以前に比べて農民総負担は

31.1%軽減 された(i2)｡また､隣の注解省も2001年から藤村 ｢費改税｣の改革を実施 し始め

たが､同年 3月未に筆者が現地での聞き取 り調査によると､1999年に注釈省全省の鷹菜税

関係収入は18億元 (内訳 :鼻薬税とその付加13億元､農業特産税3.6億元､屠肇税1.4億元)､

｢村提留｣と ｢邪統簿｣収入は40.85億元､その他農民負担は21.5億元で､愚民 1人当たり

総負担額は154元弱であった｡新税制実施後､全省の虚業税 とその付加税は31.93億元､鼻

薬特産税は0.21億元､｢1事 1護鋸 による村民集金は8.54億元と見込められ､総税費収入は

40.68億元､農民 1人当たり負担額は76.32元となり､改革以前に比べて､それぞれ49.4%､

50.4%も減少するという｡

第 3に､｢欝改税｣実施後に､愚民負担は大幅に軽減 されるが,郷 ･村財政収入の大幅

な減少 も当然予想 される｡このため､多くの地域は､支出削減 を目的に､｢費改税｣ と平

行 して郷 ･村両級の行政合併と人員 ･経費削減を強力に推進 し､この面においても成果を

上げている｡例 えば､安徽省五河県では､2000年から併村 ･併校 ･併事業組織の ｢三併｣

と､郷村行政機構､同人事制度､磯村教育体制の ｢三改革｣を嚢施 し､その結果､全県行

政組織の数は438から225に､事業組織数は256から124に､村幹部数は3192人から1125人に､

中小学校数は435校から240校に減少 し､総職員数は36%減ったという63)Oまた江蘇省も

郷 ･村両級の行政食傍を推進 した結果､1998年末に1974個あった郷 (鎖) 数は､2001年

初に1500個前後に減少 し､村民委員会の数も同3万5000から3万前後に減少 した6Jl)0

(3)問題点と限界

以上の成果をみて､中央政府筋､また-都の学者 も農民負担の軽減､｢3乱徴収｣の根

絶につき､上記のような税費制度改革に大 きな期待を寄せているが65)､果たしてそうなる

だろうか｡答えはノーである｡問題は､大きく分けて､3つの側面にある｡

第 1に､今回の ｢費改税｣は､鷹村税費徴収制度の規範化を通 じて､農民への法外徴収

を断ち切 り､その負担を軽減 しようと制度設計されているが､論理的な整合性は必ず しも

保たれている駅ではない｡次にみる新藤兼税が近代国家として租税制度の法律主義と公平

負担主我という2大の基本原則から逸脱 しているのほぞの現れの-つであるが､いま一つ

の問題として ｢村凍留｣まで廃止 される論理的な根拠が欠けていることである｡周知のよ

うに､いま中国において魔地は集団所有であり､その具体的な所有者は一般的に ｢村｣と

規定 されているO土地所有者である村とその構成員との間に､土地の詣負契約を結ばれて

おり､従前の ｢村捷留｣は､経済学的に土地所有者の権利､利用者の資務を体現する--種

の地代として理解されうるし､少なくとも ｢村提留｣は農民の自治組織である ｢村｣内部

の組織 と構成員との間の利益配分関係に属するものであるOその徴収を止め､便意的に農
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発両税の付加徴収に置き替われた時､従来の地代性質や発団組織と構成員との間の経済関

係を反映できなくなり､税､つまり図家と鷹民間の経済関係を体現するものになる｡それ

が､埋論的な根拠や現行の土地所有制度と農地請負政筆との整合性が欠けているのであるO

第 2に､｢費改税｣は､戯村税費･の徴収 ･使用の規範化には賓献できるが､農兼関係税

制そのものの時代遅れ問題には全然手を付けていないOというのは､これまで見てきたよ

うに､中国現行の虚業税制は､エ商経済が未発達で農薬が産業の中心であった旧い時代の

｢田賦｣制度を踏襲しており､その基本精神は､国家財政或いは工業化ための必要な資金

を､土地面積を基準に農民から徴収することにある｡しかし中国経済は､いま工業化が進

み､GDPに占める2次､3次産業の割合はすでに85%を適えているO国家財政或いは工

業化のために農薬部門から資金を収奪 しなければならない時代はもう過ぎ去ったO近代国

家として､いま必要なのは国民経済の均衡発展､担税能力に応 じた公平税制､そして拡大

しすぎた国民間の所得格差の縮小である｡国家租税制度も､近代図家に相応 しく､法律主

義と公平負担主義という2大の基本原則に準 じて奥解していく必要がある66)0

その意味で､現行の農薬税制はまず農民の問に負担の不公平問題を抱えている｡具体的

に､｢費改税｣後の農薬税はほぼ耕地面積に準 して徴収するので､-･部大規模経営農家の

負担が改革以前より蔑くなるし､また耕地面積と塵家収入との諌離が大きい今の状況にお

いて､農業税の負担が必ずしも農家の負担能力に比例しない大きな問題を肉食しているの

である｡

また､工業化を実現 した酉側諸因では旧い時代の ｢酬武｣制度をとっくに廃止 し､鼻薬

関係税は一般土地資産税と所得税に改変されている｡そこには､弱小産業である農業に対

して税制の優遇があっても､過徴することはあるまい｡その考え方で､中国の農業掛 倒を

みると､農業税は ｢資産税｣と見なせず67)､｢所得税｣としてみるしかないが､その ｢所

得税｣負担は都市住民と比べて際だって窺いのであるO

なぜなら､現行の個人所得税法では､都青田図人営業者なら､営業総収入から直接生産コ

ス ト､その他必要経費を差 し引いたものが課税所得とし､裸税所得が年間 5千元以下なら､

税率が5%､以上なら,10-35%の累進税率が適用される｡また-般勤労者なら､年間所

得から9千600元を差 し引いたものが課税所得となり､殊税所得が年間 6千元以下なら､

税率が5%､以上なら､10～40%の累進税率が適用されている68)｡同じ基準を愚衆に適用

すれば､-郡大規模農家は深税されるかもしれないが､殆ど鹿家の農業所得は郵税基準に

適してないから､免税されるはずである69)｡しかし､現実には ｢費改税｣後の農薬税が農

地経営粗収益を課税対象とし､税率も7%と高い｡その対比から､いまの農薬税は､所得

税とみなしても､戯民を差別し､彼らに特別な過負担を強いていることが分かるO

従って､｢賓蟹改税｣後は､以前に比べて戯民負担が軽減 されたかもしれないが､都市住

民に比べて､農民の過負担問題は依然残る｡

第 3に､郷 (錬)政府に付与した行政嚢務に比べて､その歳入が不足の状態は何の変化
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もないことである｡現段階中国の財政制度には､農村住民に国民待遇を与え､都市住民と

岡等な公共サ-ビスを提供 しようとする考え方はまだない｡いまの政府は､工業化のため

に愚民或いは虚業部門から資金を吸い上げることをさすがに考えていないと思う｡しかし､

農民に対して公共サービス提供などの国家薯任を取りたくない姿勢は以前と変わらず､そ

の費任を末端の県 ･郷政府に押 し付け､関連する諸費用も出来るだけ藤村住民に負担させ

ようとする考え方も変わっていないのであるO

そのため､実際に ｢費改税｣後は農民負担が軽減されたけれども､その分､郷柑組織の

財政収入が減少することになる｡郷村組織の収入減少を埋め合わせるため､中央政府は､

2001年から中央財政から地方政府への交付金を200億元増額させることを決定し､また各

地省 (務)政府に対しても地域内の実状に基づいて中東政府と同様に､県､都財政への移

転交付を実施するよう求めているけれども7(わ､郷村財政収入の減少額に比べて全然足 らな

いのが現状である｡例えば､前記江蔚省では､｢費改税｣実施後､郷村財政収入の見込み

額は39.7億元減少するが､中央政府と省政府からの移賑交付金は10.5億元 (内訳､中火政府か

ら6.1倍元､省政府から4.3億元)しかなく､後者が前者の 1/4に過ぎなかった｡残る3/4､

29.2億元は郷村政府の収入純減になるが､36%の収入純減は元々窮屈の状態にある郷 (鎖)

財政にとって､たとえ行政合併､人員削減が進んでも簡単に消化できないのである｡

さらに､郷 (班)政府にはすでに多額の債務を抱えている｡次の報道をみようO

｢中国郷 (銀)政府に一体どのぐらいの債務を抱えているのか01999年に園務院の同意

を得て国務院弁公庁が通知を出し､各省･市 ･自治区政府に1998年末まで郷 ･村政府の各

種債務 ･債権を徹底的に調べることを要求した｡いま､その調査結果を知ることができな

いが､ -信楯できる情報筋から､3省の数字が分かるo湖南省の郷鎖負債総額は85.4億

元､新注省の郷鎖政府負債は36A憶元 (これには郷銀政府所属の企業 ･事業組織と農業集

団組織の負債を含めない)､安徽省の郷鋳負債総額は59.2億元である｡尊門家の話による

と､2000年以降の債務増加を除いて､湖南､新注､安徽3省の状況から推測すると､1999

年末まで省当たり郷 (鎖)政府の負債は60億元になるOこれより推測した中図全休の郷鎖

政府の負債総額は､元戯基部高官の郭番田氏が 『新聞週間』誌に話した数字とほぼ-致 し

ている｡中国に5万近くの郷 (鋳)があり､平均 して 1郷 (鋳)当たりの負債が400万元

余り､合計負債は2200億元になるoLかも､これは1999年年末までの数字である｣ 71)0

この報道の信悪性について､確かめる方法がないが､それより､中園郷 (銀)政府が尊

違約に債務を抱えていることの-端を伺い知ることができると思う｡

多額の負債に財政収入減少の追い打ちをかけると､横務が何時償還できるかが問題であ

るが､職員給与滞給の深刻化か､郷村政府の機能低下などが避けられないものになる｡ 実

際､新聞報道によると､今年の愛､来客基首相が安徽省で ｢費改税｣の実施状況と藤村義

務教育の現状を視察 したが､農村 ｢費改税｣実施後も農村中小学校教師の給与滞給問題が

依然残し､教師給与を支給するため､生徒に対して超過収費が行われているとの現状をみ
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たOその現状を前にして､朱首相も農村税制改革の実施が図難な状況にあることを認め､

税制改変がある意味でいつの社会変革であり､安徽省において全面的な成功を収めなけれ

ば､全図に潜及させていくのができないと述べた72)0

要するに､郷 (鋳)財政の歳入不足問題が解決しない限り､農民負担問題はいずれまた

再発になるだろう｡農村 ｢費改税｣が全1藁I範囲に推進できるかを疑問視するとともに､現

在実施している地域が農民負担を加童せずにどこまで持続できるかも心配であるO

6.むすび

以上のように､現段階の捌 寸｢費改税｣は､かつて ｢決定｣､｢通達｣による禁止命令に

比べて大きな進歩である｡｢費改税｣によって､農村税費制度の規範化問題が大きく改革

され､また愚民負担の確実な軽減をもたらした｡

しかし､｢費改税｣全体は論理的な根拠､整合性が欠けており､戯業税の時代遅れ問題

などが依然残されている｡7%の鷹業税率は､都市住民の税負担に比べて､明らかな過負

担であり､税の公平負担の原則からは､現行の農兼税制度は､戸籍制度と同様､----･種の農

民差別政策と言えるO何より､｢費改税｣実施後も､郷 (錬)政府に付与した行政費務に

比べて､その歳入が著 しく不足する状態が何の変化もないのであるO｢費改税｣実施後､

農民負担は軽減されたが､その分郷村財政収入の減少になるo邪柑財政収入減は､-･部が

郷村組織の合併､公職人員の削減で消化し､-鴻βが中央財政 ･省財政から交付金で埋め合

わせられるが､全然足らないのが現状であるO郷村財政にはすでに多額の負機を抱えてい

る｡その上､財政収入減少の追い打ちをかけると､債務累積化の問題の外､職員給与滞給

の深刻化か､郷対政府そのものの機能低下など､新たな問題が生じている｡このままでは､

｢輩きき改税｣が全国範囲に推進するのが難しく､いま実施中の地域も農民負担を加東せずに

は掩続できないと筆者が見ている｡

1985年以来､中央政府が再三に禁止 ｢決定｣､｢通達｣を揖したにも係わらず､｢3乱徴

収｣がなかなか止まない経緯､また本稿これまでの ｢3乱徴収｣発生の社会曹寮とメカニ

ズムの分析によれば､戯民を差別する固家全体の税収 ･財政制度を根本から見密 さない限

り､農民負担問題の根本解決はあり得ないと思う｡

本文の中にも指摘 したが､図家財政或いは工業化のために農薬部門から資金を収奪しな

ければならない時代はもう過ぎ去ったo近代図家として､国民に公共サービスを提供する

際､職業 ･住居によって差別してはいけないし､税制も国民経済の均衡発展､担税能力に

応じた公平税制､そして拡大しすぎた国民間の所得格差の縮小､など時代の要諦に合わせ

なければならない｡

この視点から､若干の政策提案を行い､本稿の結びとする｡すなわち､戯民負担問題を
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解決するためには､事前準備の第 1歩として､まず県市以下の行政改革を早急に進めてい

くべきである｡これは､塵村税費制度の改革とセットに行う必要はなく､それに先行しな

ければならないのである｡また､合併を中心とする藤村地域の行政改革は､村､郷レベル

に留まるべからず､県 (市)レベルまで対象を拡大する必要がある｡これらの行政組織の

合併拡大は､単に人員削減､嬢曹節約のためではない0--行政組織として､財政基盤を強

化するためには､規模が必要であるし､また近年道路状況の改薯､交通 ･通信手段の発達

により､行政組織の規模拡大の客観条件が整いつつあるのである｡

その上､次には愚民に国民待遇を与え､つまり､義務教育など基本的な公共サービスを

都市住民 ･農村住民間に平等に供給するよう､閤家全体の財政制度を見直す-･方､賂 (市)､

那 (鍾)政府の ｢権索関係｣､財政収支構造を再構築すべきであるO具体的には､国家責

任 (義務教育､計画出産､軍人家族 ･烈士遺族の優鉄など)の地方転嫁を改める一方､県

(市)､邪 (鎖)政府も政府職能に専念し､生産経営活動から完全撤退すべきである｡その

うえ､両レベル政府の行政嚢務に相応しく､その税収基盤を強化する一方､地方政府間の

財政力の不均衡を澄正し､国民への基本的な公共サービス提供を平準化することを目的と

する全図範閲の転移交付制度を樹立することである73)｡特に義務教育は斬れもなく国家が

負うべき賛任で､-日も早く､県､郷政府を義務教育費の負担教務から解放し､県､郷政

府に代わって､中央政府が基本的な負担義務を負うよう､制度化しなければならない74)O

-方､現行の農村税収制度も､農民に同等な公民権を与えることと､｢公平｣､｢公正｣
を原則に改革する必要がある｡具体的にまず時代遅れで農民を差別する虚業税､鼻薬特産

税とその付加を廃止すべきであるOその代わりに､農業経常所得には全匡日東共通の ｢所得

税｣を､また農村土地には集団所有者を対象に ｢土地資産税｣を裸徽すべきであるo侶し､

｢土地資産税｣は農用地だけでなく､建設用地､宅地も対象にすべきであり､また戯村だ

けでなく､全回の土地税制を全体的に見直す中､尭食性をもって設計しなければならない｡

そして凝後に､自治組織である ｢村｣に関しても､その職能を大幅に単純化すべきである｡

樽に貧困家庭の救済､鼻村合作医療､養老院の設置運営などの共済審灘は､村単位で行う

のは範囲が狭すぎ､共済の機能を十分に果たせないので､それらの共済事業は､基本的に

那 (鎖)以上の政府が薯任をもって行うべきであるOその上､自治組織内の粗費徴収とそ

の遊脚 ま民主選挙､民主管理制度の完備を前提に､自治組織に任せるべきであるO政府は

村内の粗野徴収と資金運用方法を具体的に決めるのではなく､粗費徴収方法を民主的に決

定し､資金運用を民主的に監督できる手順､ルール､そして犯則した場合の罰則を法律で

定めれば､十分であろう｡
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注

i)新華社2001年3月22日の報道によると､揖基部が100県の遊村監察調査 した結果､2000年に遊

民が土鍋 した各種の行政収狸､分担金､集資の総額は前年比21%も増加 したoちなみ､r那p-全

図椴民の 1人当たり純収入は1.9%増に留まっていた0

2)その外に､胞地転用税や増値税､営業税などの税種 もある｡しかし､駿家がjmr.要な裸税対象

ではなく､また戯家に限蒐 していないから､遊民負拙 ,'jj題を論じる隙､普通これらを勘定 しな

いのである0

3)『中匡機 業年鑑』(愚莱洲糾 ヒ)1992年版､559-561駕を泰批

4)なぜなら､1958年制定の ｢趨兼税条例｣によると､揖基税は､新種彪兼､林業､水産業と

皮 ･羽 .毛といった番茶副魔物の生産収入を都税対象としているが､実際の徴税額は､離税年

の実収入ではなく､執税対象の土地南棟､地力､その他IJL当然 ･経済条件を勘案 して算盤 された

｢平年収穫恩｣に財産税率をかけて計算 しているからである｡税率に関して､58年の ｢愚弟税条

例｣では全図平均15.5%､ま誇高限度25%とし､各地域の適用税率はその地域の負担能力を鑑み､

上級政府が決めるとしたが､現在の嚢効運用税率は全図平均で8.8%と推蒐 されている (文献

[7〕､714員)Oまた ｢平年収穫駁｣も ｢偽薬税条例｣制建時には算IiLl後五年間固定と覚められ

たが､嚢除の逆接=ま殿民の税負担を軽減する配慮から､1960年代半ば以降大きな銅盤は--･度も

行わなかった｡

5)15%の地方付加税は､一般的に省付加と郷付加の二つの部分からなり､ともに遇村道路､橋

梁整備と*小学校の修繕等の地方公益事兼に使う (文献 [11上 195員による)O例えば､河北省

では､省付加が 5%､郷付加が10%と'&められた (文献 [7〕､717頁による)0

6)｢戯林特塵税｣は､1983il･'･以前殆どの地域で脇基税の-灘 として徴収された｡しかし､脇村改

革が進むにつれ､穀物以外の戯共生塵が大きく発展し､穀物 ･非穀物閲に税負損の不均等問題

が次第に据著化 したoその不均等を緩和するため､1983年3月に国務院が ｢藤林特塵収入の脇

発税徴収に関する若干の規IR｣(前掲『中国燈基準鉦』1984年版､516員を参照)を制定 し､初

めて農林特産収入に対する単独微税を全国各地に要求 したQ しかし､その後の壌施状況をみる

と､地域間にばらつきが大きく､多くの税源は徴収 されずに流失 してしまったOそこで､1989

年 3剛 二間務院が再度 ｢庖林特産農業税の徴収兼務を進めることに関する通知｣(前掲 野中L藁機

業年鑑』1990年版､482-483員を参照)を出し､彪林特産税の全面徴収を要求する-･方,徴税

の範囲を広げること､全回範囲で税率を統-･することにした｡と剛 新二､地方政府の徴税イン

センティブを高めるため､駿林特塵税による税収増加は全部地方政府に残すことにした｡そし

て1994年の分税制改革に食わせて､これまで物品税や工商統-税の裸税対象であった流通 ･加

j:.過程での腿､牧､林､水産物収入も良種将塵税の淋税対象とし､新たに ｢戯林特産収入の戯
灘税徴収に関する規定｣(前掲 gh中国良基年鑑』1995年版､519-521員を参照)を制定 したoな

お､戯林特産税は､駿基税とは幾つかの点で異なっている｡第1に実収入に基づいて徴税する

こと､第 2に地域差別税率ではなく､全図統--一税率を使用すること､第 3に中央財政に税収入

を上納するノルマがな(､中央への遇業税上納ノルマが達成されることを前提に､全部地方政

府の財政収入になることである0

7)1983年の規産では､彪林特産税の税率が5-10%､最大15%､この範囲内で各地域の省政府

が品目ごとに営利状況をみて適用税率を決めることになっていた｡1989年からは主要特産物の

税率は金閣統-され､水産寒根菜収入に10%､果物罵収入に10%､原木収入に8%､その他特産

物収入に最低 5%､厳商30%の税率を適用すると規定されたOそして1994年以降､畜産物につ
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いては免税､他の股林特魔物の生産収入に対 して､基本は8%､例外は 7-12%と､税率が引

き下げられた｡

8)文献 [20]､400員による｡

9)同上､405貴によるo

10)同じ､401享斜こよるo

ll)同上､396員による｡

12)前掲 雷一中国滋養年鑑』1986年版､349-350員による0

13)飽基部がl抑 lrF机こ推計値を出 したOそれによると､1990年は136億元､1992年は94.6億元､

1993術 ま61.5億元となっていたO前掲 ㌢判 別I遺業年鑑』1991年版511員､1994年版133員による0

14)文献 [20]､401員による0

15)前掲 富里咽 職業年鑑』1994年版､553～556釦 こよる0

16)同上､132員による0

17)同上､136員による｡

18)群しくは､文献 [16]､18-20貫を参照0

19)群 しくは､文献 [16〕､20-22員を参照 されたい｡

20)同上0

21)文献 [16工 26-30員による0

22)‡乱し､133員によるO

23)評 しくは､文献 [16]､134員を参照0

24)評 しくは､文献 [19]､204～212貰､261～262質し256-265員､408～411員を参照｡

25)評 しくは､文献 [19上 218-223賢し271-275第は446-454員を参照 0

26)唐刷では､地方が徴収 した賦税収入は､3つの部分に分けられたO-･つは上供､即ち中央政

府に土供する部分､二つは送使､これは ｢迫｣の節度使に納める部分,三つ鋸 ま留州､すなわ

ち州内に留用する部分であった｡評 しくは､文献 [19】､237員を参照0

27)文献 [19上 470員による0

28)評 しくは､文献 [22工 22-26員を参照0

29)文献 〔22】､37貴と41員を参照e,

30)当時､集L頚l留用金には胞基拡大再生塵用郡分も含まれたが､その代わりに脇灘生産を組織 ･

管ガi!し､或いは生産にサ-ビス (水利 ･機械 ･購買など)を提供するために発生 した請婆紺lは

共同jj:.塵肇好に計上 し,また幹部社員や民弁教師の人件費も年末の労働分配から支[']!lされるので､

集団留用金からは支出する必要がなかった0

31)実際､1985flrl以降 しばらくの問､県を通 じて郷 (班)に交付 された園家予算が隼々減少 し､

その分､郷 (班)財政の負抱が重くなったと雷われているO群 しくは､文献 [22】25-26質を

参照｡

32)1985年以降､朝三緋ま｢画定収支､分級包幹｣(収支ノルマを画定 し､-一級一級に請け負う)と

いう財政分配制度を実施 した (4.3節を参照)Oかかる財政分配制度 卜に､上級政府が邪 (鋲)

政府に対 して税収の上納 ノルマを離 し､上納 ノルマを完納 した後,残る税収は邪 (班)財政の

留)削こなる0

33)例えば､文献 [22]､30鶏と文献 [12]､607質による｡

34)｢魚抱条例｣公布の前､つまり､/=I:J*亘雛捌 りが実施される当初から､土地経営をぎ糾す負った良

民が､坊紺組織に対 して何らか上納兼務を負わせられたO

35)例えば､次の解釈は政府筋の代表的な解釈と番 える｡①地域経済 ･社会発展の馴馴染定が商
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たO②部門利益を強調しすぎ､全体利益への配慮が欠如したことO③政繍だけを童んじ､現実

から日を逸らしていることOこれは上級政府が地方の経済 ･社会発展の巨用架速成状況を幹部の

昇進とリンクしたことと関連しているO④政府組織が膨張し､財政から給与を支払う職員の数

が増えすぎたことO⑤集Lql組織の経済力が弱すぎること｡集l洲二経済力がないから､良民に社

会サービスを提供できないし､何かをする時､お金は全部槌民から徴収するしか方法がない ｡

⑥法制度の舷僻が不完全で､法の執行も厳格でないことO特に遵法行詰郎二対して､罰則規定が

はっきりせず､執行も寛容的である 伐献 [2〕､128-129員による)0

36)3年自然災害の時､安徽省が他省の都嗣j三民を救済するため､自省遊民の消費食料まで省外

に持ち出し､数十万の遊民を餓死させたことがその少臓11的な例であるO また､大躍進の時の

｢浮脊風｣､そのすぐ後の ｢人民公社化運動Jも中央政府の関心を迎合したものであり､決して

遊民のため､遊民の忠志を尊重したものではなかった0

37)｢園地制悪｣､｢図解制宜｣､｢図人制党｣とは場楯､･菱かJ.情､人に応じて適粧 こ対応 ･処置するこ

とであるOまた張静氏によれば､新中園以降､地方政府の職務､権限は--一層拡大したが､国家

が彼らの権限執行状況を監督する手立ての欠如 鮒 己は変わらなかったO地方権威は､依然土へ

の情報伝連､下への資源配分を独l!iしており､国家は統計報嚢或いは専門チ-ムを地方に派遣

するしか,地方から惜報を得ることができないO国が政策を下し､財政融資を投入する時､末

端戯村の惜報を得たい時､或いは醇r暮-け -ムを磁村に派遣したい時､全都彼らの協力を得なけ

ればならない6地方政府は､苦と剛淡､｢園地制寵｣､｢同郷i踊り､｢図人制宜｣的に地域内の行

政莱覇を管槻する権限があり､また図家や地域社会の監視･監督から逃す技がある｡彼らは同

家のためという大儀名分下で､選択的に図家の意志 ･政筆を執行することができ､また'打の地

位を利用して､官僚基紺､ないし個人の利益を図るのも簡単にできるO文献 [16上 45員を参照0

38)｢連梗｣活動とは､中央'齢用;門が教育､文化､衛生などの所管車業に関して､Jji:レベルの

脚 依ラインを設麗し､各地の速成状況を紳輔 ･公表することによって､そのラインの速成､超

過を競い合わせる活動のことである｡

39) 幹部偶人の ｢政轟｣のために､大々的に土木 †二郎を行い､その結果､地方財政射j三迫し､殿

民負栂を加童させた讃附紬ま､朝靴裾;)で数多く報道されているoLygl二近の例は ｢貧圃県河南宵 ･

氏県元県萎晋紀牲保千人干印象二1こ程実録｣(2001年8月10に=ij.け 『二L人1三川捜』)を参照Oなお､

地域経済 ･文化を発展させるプレッシャは都制 こもあるOけれども､郡巾ではそのプレ､ソシャ

が故に､市民から分損金を強制徴収する請はあまりは掴 なゝいoJI登村地域だけ､かかる r法外徴

収｣が臼欄的に行われたのは､都市に比べでpt,算内外の財政収入が格段に少ないこと､法治意

識が薄く､官の権力に対抗する民衆の力があまりにも弱いこと､の二つにある｡

40)文献 [16上52-53質による0

41)文献 [18]､87質による｡

42)同上､83-8各員による0

43)注解省統計局 『江離省統計隼鑑』(統計出版社)1999年版､144員による｡

44)群しくは､前掲 釘小伝協 業年鑑』1985年版､472質を参照0

45)｢rFT輩人民裁可別封教育法｣(1995年3闘 二全人代会通過)第54灸によるo文献 [10]､6-7貰0

46)巨摘箪人民共和藁憐務教曹法｣(1986年4闘 こ全人代金通過)第12灸による｡文献 [10上 92員0

47)｢福建省実施中輩人民共和図義務教育法の弁法｣(1988年6月28に福建省人民代表大会通過)節

31条によるO文献 [10】､960員｡

48)教育書神棚l税は､1986年41三128日に公布した図務院の ｢教育婆路1･加税徴収に関する暫定規定｣

-131-



生物資源経済研究

に基づいて､産品税､増値税､営業税の納税者に対 して徴収 し始めたO当初､付加税率は2%

に設産 されていたが､1994隼から分税制の改革に合わせて､付加対象は増値税､営業税､消費

税に改変 され､付加税準も3%に引き上げられた｡

49)経済改革以降､中央 ･地方政府間の税収配分の変化に関 し､評しくは文献 日 工 105-114員

を参照｡

50)文献 【9上 80貢による0

51)固有企業や経営性欝をもつ公共事業部門､公共l護l体の経営利益は､1993年の制度改n三により､

予算外収入から除外された0

52)群 しくは､文献 [17]､1-2員を参照0

53)例えば､本体組織 とは別に設立 した営利企業の経営収益や､中小学校の入学寄付金､国立大

学の定員外学生の授業料等々である0

54)文献 [9]､208質による｡

55)企業の利IL左留保は地方政府が捌 凄支配できないが､後者と典同して地域経済の発展のために

使用するか､予算外収曹或いは利益上納の形で企業留保の-一部を政府部門に徴集することがで

きる｡

56)群 しくは､文献 [4上 58-59鶏を参照｡

57)例えば､文献 [日 ､161-202貢を参照0

58)これは1998年アジア経済亀機の叡事恒こ行われた内需拡大事業でもある｡戯村送磯網への公共

投資は内諾拡大に繋がり､また送機綱の整備と戯村篭気料金の引下げは､長期的に題材経済発

展を促進 し､来沼鞘桝こ戯民負担を軽減する､まさに ｢-一石三鳥｣の効栄をもつものである｡

59)文献 【13〕と文献 [14]による｡

60)ちなみ､政経分離との関係から習えば､政経分離の原則は1984iI:･人民公社解散 してから､ず

っと強調 されてきたが､財政資金繭でその原則を体現 したのは今回が初めてである0

61)群 しくは､文献 〔13]を参照0

62)文献 [14]による｡

63)文献 [14〕による｡

64)現地聞き取 り調査による｡

65)例えば､2000年9月13日に開かれた ｢全図愚民負紗 は減工作テレビ ･雇暖話会議｣での温家宝

副首相の談請や､文献 [8]､〔13]である｡

66)金子 宏によれば､租税の法律義教の内容は次の 4つを含む｡①郵税要件法定主義 :淋税要件

(納税義務の成立要件)のすべてと租税の賦淋 ･徴収の手続要目ま法律または法律の委任を受けた

政令によって規定 されなければならないこと､②殊税要件明確主我 :法律また法律の委付を受

けた政令において､課税要件と租税の賦裸 ･徴収の手続きに関する規定は--兼で明確でなけれ

ばならず､租税行政部門の自由裁腰とは原則として許 さないこと､③魯法僅原則 :淋税要件が充

足 されている限 り､租税行政狛 】里二は租税の減免､徴収 しない自由 まなく､法律で定められた

通りの税額を徴収 しなければならないこと､④手続 き操縦主我 :租税の賦郡 ･徴収は公権力の

行使であるから､それは適正な手続きで行わなければならず､またそれに対する争誹は公正な

手続 きで解決 しなければならないこと､の 4つである｡文献 [5〕､76-84質による0

67)なぜなら､中国において駿地は集団所有であり､脇地資産を柵有 しか ､良家に絃接土地資産

税を裸するのは論功!的にできないからであるOなお､90年代以降､都市民間企業が園に対 して

｢土地使用税｣を支払 うようになったが､それは性貿上､地代､即ち同糾 也機才二mへの代償に属 し､

鼻民が陸棒r地を使用 していないから､図に ｢土地使用税｣を納める兼務もないと考えられるO
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68)群 しくは ｢個人所得税法｣を参照O例えば,文献 [11]､406-411貰0

69)例えば､1999年に良家所得が頂も商い広東省でも労働力 1人当たり家族経営総収入が5,020元､

純収入が3,6ま0元ぐらいしかなかった｡

70)2000年12月14目付けの中国新聞網 (blip://www.Chinanews,com.ctJ)の報道による0

71)『抑まIf]週刊』2001.6.19による｡ちなみに､文献 [21]によると､前紀安徽省10の邪 (鍾)の負

債額は､1邪 (班)当たり30071元であった｡

72)前掲r臓 潮 間網､2001年7円22EH申すの報道による0

73)参考 として､!‡‡本では､1940年からこのような主旨の地方財政調盤交付金制度を導入 したO

文献 [5]､57～60寅を参照｡
74)ちなみに､股村地域で義務教育を受けた若者が成人 した後､都会に出でいくのがどんどん多

くなる今日､義務教育費を幽村住民に負担 させ続けるのは､受益者負損の原則にも反 しているo
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